
短期合格を目指す人のための 時間がとれない社会人・主婦のための
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2026年合格目標 2027年合格目標

NEW！
松本講師ガイダンス松本講師ガイダンス
2025年 11 月収録

YouTube
チャンネルにて

無料配信！

辰已法律研究所
https://service.tatsumi.co.jp/

東京本校 〒169-0075  東京都新宿区高田馬場 4-3-6 TEL 03-3360-3371（代表）
大阪本校 〒530-0027  大阪府大阪市北区堂山町 1-5 三共梅田ビル 8 Ｆ TEL 06-6311-0400（代表）

「速習コース」
「ロングスタディコース」とは？
（2026・2027向け）

松本雅典講師の YouTube チャンネル、
「リアリスティックチャンネル」で公開

右の二次元バーコードを読み取ると、
動画視聴ページへアクセスできます。

【松本講師からのメッセージ】
リアリスティック一発合格松本基礎講座の「速習コース」と「ロングスタディコー
ス」について、以下の２点をご説明します。

１．「どちらのコースを選ぶべきか」
どちらのコースを選ぶかで、2026 年度と 2027 年度のどちらの合格を目指す
かが決まります。その判断基準をご説明します。

２．「それぞれのコースのスケジュール・学習時間」
それぞれのコースについて、どのようなスケジュールで学習すればよいのか、
１週間にどれくらい学習時間を確保すればよいのかについて、ご説明します。

Long Study

司法書士
リアリスティック一発合格リアリスティック一発合格
松本基礎講座松本基礎講座

講座の詳細は
ホームページでご覧ください。

司法書士司法書士
ホームページでご覧ください。

学 習 環 境 に 応じて 選 べる２つ のコ ース

カタログ CD：SS251112-01M　有効期限 2026 年 2 月 28 日

今すぐ無料で視聴できる！松本基礎講座ガイダンス
■司法書士の“リアルな”仕事・就職・収入（60 分）
■これが司法書士試験だ！ ‐ データで徹底解剖（60 分）
■合格者を多数輩出するリアリスティック勉強法とは？（60 分）
■オリエンテーション講義〜効果的な授業の受け方〜（90 分）
■リアリスティック導入講義　民法の全体像①②（各 90 分）
■リアリスティック導入講義　不動産登記法の全体像（180 分）
■リアリスティック導入講義　会社法・商業登記法の全体像（180 分）
■リアリスティック導入講義　民事訴訟法の全体像（90 分）

受験勉強を始めるにあたって知っておきたい情報を提供して
います。

講座の申込を決めた方は、こちらのオリエンテーショ
ン講義と導入講義を必ず受講して下さい。

辰已 YouTube チャンネルにて配信中です。
【アクセス方法】

WEB でのWEB での
視聴視聴（無料）（無料）

DVD でのDVD での
視聴視聴（無料）（無料）

通信部 DVD のお申込みは、辰已 HP からが便利です。
辰已 HP ＞オンラインストア＞ CATEGORY ＞司法書士試験＞ガイダンス
※ガイダンス DVD のお申込みは上記 HP 受付の他、本校の窓口、電話（代表）、郵送のいずれかに限ります。
　デリバリーサービスでのお申込はできません。

視
聴
方
法

●Web上でのクレジット決済
　1回払い。JCB、VISA、MasterCardのご利用のみとなります。
●コンビニエンスストアを利用した決済
　Web上でのお申し込み後、お客様番号・確認番号を取得し、コ
ンビニエンスストアにてお支払い。ご利用金額の上限があります
（30万円まで）。
●銀行ATM（ペイジー対応）による決済
　Web上でのお申し込み後、収納機関番号、お客様番号、確認番

号を取得し、銀行でのお支払い。ご利用金額の上限があります
（キャッシュカードは100万円、現金は10万円まで）。
●辰已法律研究所本校の窓口でのお支払い
　辰已法律研究所本校のみでのお申込みとなります。

WEBスクールのお申込みにはオンライン決済をご利用いただけます。
※お急ぎの場合は、クレジット決済をお勧めいたします。

＜WEBスクールへの割引適用方法＞

WEB スクールのご案内WEB スクールのご案内WEB スクールのご案内WEB スクールのご案内WEB スクールのご案内WEB スクールのご案内 ＰＣ、スマホ視聴可

辰已本校窓口（東京・大阪）にて割引適用の旨お申し出下さい。証明書類等が必要な割引の場合、お持ち下さい。

方法１：下記メールアドレス宛てにお問合せ　または　方法２：下記専用フォームに入力

窓口申込

WEB 申込

YouTube →「辰已法律研究所」で検索
→辰已法律研究所・司法書士チャンネル
→当ガイダンスを選んでください。

左の二次元バーコードを読み取
ると、動画視聴ページへアクセ
スできます。

辰已法律研究所ホームページ

WEBスクールは
こちらから

自分でチャプターを管理
●自分で重要と思うところ（も
う一度聴きたいところ）等を
チャプターとして自由に指定
し、自由な名前をつけて管理
できます。削除も自由です。
● Play ボタンで任意のチャプ
ターから再生できます。

再生スピード自由自在
【速聴き】
標準速度 1.0 を基準として▲ク
リックで 1.1 ～ 2.0 へと段階的
に速く再生できます。
【遅聴き】
▼クリックで 0.8 ～ 0.2 へと段
階的に遅くできます。
＊ 0.2 及び 0.4 では音声は再生
されません。

WEBスクール視聴画面

【問合せ用メールアドレス】
割引についてのお問合せ、またはWEB決済（クレジッ
ト・コンビニ払いなど）のご希望は、以下のアドレスまで
メールでお気軽にご連絡ください。

shpack-info@r-tatsumi.com
WEB決済をご希望の方は、本文に以下の
①～④を記載してメールをお送りください。
①お名前
②受講希望講座	《記載例	「リアリスティック・フルパック（WEB）」
「リアリスティック一発合格松本基礎講座全科目一括（WEB）」》
③適用を希望する割引制度
④希望するお支払方法

【専用フォーム】
右のバーコードからURLを読み取っ
てアクセスし、必要事項を入力して
ください。ご入力いただいたメール
アドレス宛てに折り返し担当者から
ご連絡いたします。

割引制度につきましては、本パンフレット
P.20 をご覧ください。



模試模試
全
国
総
合
模
試 

２
回

2026年 ６月

※全国総合模試の解
説講義は辰已講師
陣が担当します。

※全国総合模試のス
ケジュール詳細に
つきましては、P.16 つきましては、P.16 
をご覧ください。
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速習速習 oror ロングスタディロングスタディ学習環境に応じて選べる２つのコース学習環境に応じて選べる２つのコース

2026年合格目標　速習コース

2027年合格目標　ロングスタディコース

短期合格を目指す人のために

時間がとれない社会人・主婦のために

リアリスティック一発合格 松本基礎講座リアリスティック一発合格 松本基礎講座（全 136 回）（全 136 回） 演習・模試演習・模試
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5 回 1 回

ロングスタディコースロングスタディコース
ロングスタディコースのスケジュールの詳細は P.17

2025年末～ 2026年明け Start 2027年 ４月2027年
1 月

2026年
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2027年
7 月
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※司法書士オープン総合編・全国総合模試の
解説講義は辰已講師陣が担当します。

※ 2027 年向け司法書士オープン総合編・全
国総合模試のスケジュールは、2026 年 7
月以降に発行される中上級講座パンフレッ
トに掲載いたします。
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※ロングスタディコースをお申込みになっ
た方も左記「導入講義」「オリエンテー
ション講義」（全 5 回）をご受講ください。

ロングスタディコースでご視聴いただく講義はリアリスティック一発合
格松本基礎講座 2026 年向けのために収録したものです。
受講開始後に 2027 年司法書士試験に向けて追加・修正等の必要が生
じた箇所につきましては、 2027 年対応レジュメを配付するとともに、
特別に収録した 2027 年対応講義を追加し、2027 年に向けて万全の
フォローを行います。

民法

28 回
※根抵当権については不動産
登記法で取り扱います。

不動産登記法

21 回

会社法（商法）
商業登記法

31 回

民事訴訟法
民事執行法
民事保全法
12 回

供託法
司法書士法

5 回

刑法

7 回

憲法

6 回

記述式
基本編

記述式
応用編10 回 10 回

　 　 リ ア リ ス テ ィ ッ ク 記 述 完 成 講 座

リアリスティック一発合格 松本基礎講座リアリスティック一発合格 松本基礎講座（全 136 回）（全 136 回）
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5 回 1 回
※速習コースをお申込みになった方も左記「導入講義」「オリ

エンテーション講義」（全 5 回）をご受講ください。

民法

28 回
※根抵当権については不動産登記
法で取り扱います。

不動産登記法

21 回

会社法（商法）
商業登 記法

31 回

民事訴訟法
民事執行法
民事保全法
12 回

供託法
司法書士法

5 回

刑法

7 回

憲法

6 回

速習コー ス速習コー ス
速習コースのスケジュールの詳細は P.15

2025年末～ 2026年明け Start

記述式
基本編

記述式
応用編10 回 10 回

　 　 リ ア リ ス テ ィ ッ ク 記 述 完 成 講 座
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学習のモデルスケジュール
リアリスティック一発合格 松本基礎講座リアリスティック一発合格 松本基礎講座（全 136 回）（全 136 回） 演習・模試演習・模試
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

導
入
講
義

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

講
義

司
法
書
士

オ
ー
プ
ン
総
合
編 

８
回

全
国
総
合
模
試 

２
回

司
法
書
士
試
験 

筆
記
試
験

5 回 1 回
※速習コース・ロングスタディコースにお申込みになった方も左

記「全体構造講義」「オリエンテーション講義」（全 5 回）をご
受講ください。

民法

28 回

※根抵当権については不動産
登記法で取り扱います。

不動産登記法

21 回

会社法（商法）
商業登記法

31 回

民事訴訟法
民事執行法
民事保全法
12 回

供託法
司法書士法

5 回

刑法

7 回

憲法

6 回

※司法書士オープン総合編・全国総合模試の解説
講義は辰已講師陣が担当します。

※速習コースには司法書士オープン総合編は含ま
れておりません。

2026年合格目標　速習コース　モデルスケジュール 2027年合格目標　ロングスタディコース　モデルスケジュール
以下には、本講座を受講して 2026 年度合格を目指すための一般的なモデルスケジュールを掲載いたしますので、参考にしてく
ださい。
全科目を 5 回繰り返して学習する（5 周する）のが基本となっています。
他資格も含め一定の学習経験（例えば宅建士・行政書士での民法等の学習経験など）がある方は、科目ごとの配分を変えるなど、
アレンジをしてご使用ください。
4 月以降は、演習講座（答練講座や模擬試験）をご受講ください。速習コースには、全国総合模試が含まれています。

以下には、本講座を受講して 2027 年度合格を目指すための一般的なモデルスケジュールを掲載いたしますので、参考にしてく
ださい。
全科目を 7or8 回繰り返して学習する（7or8 周する）のが基本となっています。
他資格も含め一定の学習経験（例えば宅建士・行政書士での民法等の学習経験など）がある方は、科目ごとの配分を変えるなど、
アレンジをしてご使用ください。
4 月以降は、演習講座（答練講座や模擬試験）をご受講ください。ロングスタディコースには、司法書士オープン総合編・全国
総合模試が含まれています。

記　述式
基　本編

記述式
応用編10 回 10 回

　 　 リ ア リ ス テ ィ ッ ク 記 述 完 成 講 座

3周目
（直前期の仕上げ）

２周目～5周目のインプット
（テキストを使用してインプッ
トと松本式アウトプットを繰り
返す。適宜講義を再確認。）

最初のインプット
（講義を視聴しながら、講義で指摘された重要箇所について、テキスト

に書き込みをしていく。）

令和8年度
筆記試験

２周目
（テキストを使
用してインプッ
トと松本式アウ
トプットを繰り
返す。適宜講義
を再確認。）

最初のインプット
（講義を視聴しながら、講義で指摘された重要箇所について、

テキストに書き込みをしていく。）

具体的には 具体的には

6月12月 8月 2月2月 10月 4月4月 12月 6月11月 7月1月 9月 3月3月 11月 5月5月 1月 7月11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

インプット期間
の目安

インプット期間
の目安

インプット期間
の目安

民法 28回 84時間 32日 11/30 ～ 12/31 27日 12/30 ～ 1/25 20日 1/30 ～ 2/18
不動産登記法 21回 63時間 25日 1/1 ～ 1/25 20日 1/26 ～ 2/14 15日 2/19 ～ 3/5
会社法・商業登記法 31回 93時間 42日 1/26 ～ 3/8 35日 2/15 ～ 3/21 26日 3/6 ～ 3/31
記述式　基本編 10回 30時間 会社法～民事保全法と並行 会社法～民事保全法と並行 会社法～民事保全法と並行
民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 12回 36時間 19日 3/9 ～ 3/27 15日 3/22 ～ 4/5 11日 4/1 ～ 4/11
記述式　応用編 10回 30時間 供託法～憲法と並行 供託法～憲法と並行 供託法～憲法と並行
供託法・司法書士法 5回 15時間 11日 3/28 ～ 4/7 8日 4/6 ～ 4/13 6日 4/12 ～ 4/17
刑法 7回 21時間 12日 4/8 ～ 4/19 9日 4/14 ～ 4/22 7日 4/18 ～ 4/24
憲法 6回 18時間 11日 4/20 ～ 4/30 8日 4/23 ～ 4/30 6日 4/25 ～ 4/30
合計 130回 390時間 152日 122日 91日

科目 講義
回数

講義
時間数
（h）

初回
インプット
割当日数

初回
インプット
割当日数

初回
インプット
割当日数

インプット期間
の目安

インプット期間
の目安

インプット期間
の目安

民法 28回 84時間 86日 11/30 ～ 2/23 80日 12/30 ～ 3/19 73日 1/30 ～ 4/12
不動産登記法 21回 63時間 64日 2/24 ～ 4/28 59日 3/20 ～ 5/17 54日 4/13 ～ 6/5
会社法・商業登記法 31回 93時間 113日 4/29 ～ 8/19 105日 5/18 ～ 8/30 96日 6/6 ～ 9/9
記述式　基本編 10回 30時間 会社法～民事保全法と並行 会社法～民事保全法と並行 会社法～民事保全法と並行
民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 12回 36時間 49日 8/20 ～ 10/7 45日 8/31 ～ 10/14 41日 9/10 ～ 10/20
記述式　応用編 10回 30時間 供託法～憲法と並行 供託法～憲法と並行 供託法～憲法と並行
供託法・司法書士法 5回 15時間 27日 10/8 ～ 11/3 25日 10/15 ～ 11/8 23日 10/21 ～ 11/12
刑法 7回 21時間 31日 11/4 ～ 12/4 28日 11/9 ～ 12/6 26日 11/13 ～ 12/8
憲法 6回 18時間 27日 12/5 ～ 12/31 25日 12/7 ～ 12/31 23日 12/9 ～ 12/31
合計 130回 390時間 397日 367日 336日

科目 講義
回数

講義
時間数
（h）

初回
インプット
割当日数

初回
インプット
割当日数

初回
インプット
割当日数

2025/11/30に始めた場合 2025/11/30に始めた場合2025/12/30に始めた場合 2025/12/30に始めた場合2026/1/30に始めた場合 2026/1/30に始めた場合

※「講義回数」は導入講義 4 回、オリエンテーション講義 1 回を除いたものです。上記以後にスタートする場合のスケジュール表は辰已ホームページに掲載いたします。 ※「講義回数」は導入講義 4 回、オリエンテーション講義 1 回を除いたものです。上記以後にスタートする場合のスケジュール表は辰已ホームページに掲載いたします。

令
和
９
年
度
筆
記
試
験
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松本先生がおっしゃったことを松本先生がおっしゃったことを
そのまま行い一発合格！そのまま行い一発合格！

■はじめに
私は法律には全く興味がありません。大学も理系の学部を卒業しました。
人の最後の願いを叶えたい。その思いを実現するために、浪人をして医学

部受験をしましたが箸にも棒にも掛かりませんでした。それからは、夢も目
標もない毎日でした。しかし、ある日 YouTube で行政書士を知り、関連動
画にあった松本先生のチャンネルで司法書士を知りました。形は違っても司
法書士になれば相続などに関する業務でかつての思いを実現できるのでは
と考えました。そして、働きながら行政書士試験に一回で受かることが出来
れば、仕事を辞めて専業で司法書士試験に挑戦しよう決意しました。

■私が取った勉強法
全般について

冒頭でも触れたように私は専業で学習をしました。専業でこの講座を利
用しようと考えた理由は最も早く安く合格できると考えたからです。テキ
ストを重視したこの講座で学習すれば知識を正確に押さえることができる
ように思えました。実際に体験講義の映像を拝見し、これだと思いました。
理由が明確に示され、テキストで知識が完結し、復習がしやすいような講
義だと思いました。受講費用は高額ですが、自分の人生をかけるものであり、
短期間で合格できるならむしろ安いと思います。自分に合わない安い講座
で何年も受講料を払いながら勉強を続けるようなことはしたくないと思い、
この講座を選びました。

専業のメリットは、時間があること。これは当たり前です。ただ、時間
があることによって勉強方法の工夫がいらないことが最大のメリットだと
感じました。なので、勉強方法は松本先生がおっしゃったことをそのまま
行いました。ここから先、基本的には松本先生の講義では言われていない
ことを中心に書いていきます。まず、やる気を出す方法を考えました。私
の場合は、自分を追い込むことでやる気を出しました。

１つめは、逆優先順位です。これは、授業などで松本先生がおっしゃっ
た優先順位の低いものから手を付けるやり方です。１日の学習でギリギリ

優先順位の高いものを全て終えることができるようなタイムスケジュール
を組む方法です。ただ、この方法はタイムスケジュール通りに学習できな
いと不合格に直結するような危険な方法だと思います。月に一回程度のみ、
どうしても勉強をしたくない日に活用をしました。

２つめは、単純に根性論です。私は、授業を視聴する日以外は図書館で
学習しました。隣では高校生が休憩もほとんど取らずに一生懸命に勉強を
していました。「この大学が多くある時代、受験をし授業料さえ払えれば誰
でも大学生にはなれます。しかし、司法書士試験に合格するのは５% 程度
のみです。なのに、自分が休憩するなんてありえない、20 倍は集中しろ！」
と自分を鼓舞して勉強をしました。

択一について
テキストでのアウトプット：過去問が９：１くらいの割合で学習をしま

した。
まず、テキストについてです。特に意識したのは、理解と暗記のバラン

スです。私は、講義の予習と講義の時のみ理解を重視しました。そこで、
理解をできなかったものはもう考えてもわからないものだと割り切りまし
た。テキストも講義も用意されているのに理解できないものは、自分で考
えて理解できるはずがありません。理解できない理由は、大きく３つある
と思います。①今までに学習したことを忘れてしまい、前提となる知識が
抜け落ちている②全ての講義を聞いて全体像を把握してからでないと理解
できない③自分の能力で理解できる範疇を超えた、本当にわからないもの。
以上の３つです。この中で、講義を受けている段階で解決できるものは①
のみです。そのため、講義の復習では①が理由で分からないかもと考えた
もののみテキストを戻り、他はとりあえず一回放置しました。そして、わ
からないものは考えずにとにかく一回丸暗記をしてみました。講義の復習
は、前の学習を戻ることと講義を思い出しながらテキストを読むという方
法を取りました。わからないものを放置するのは不安が大きかったです。
しかし、一度丸暗記をしてしまい、テキストのアウトプット読みを繰り返

していく中で、急にひらめき理解できることを何度も体験しました。③が
理由でわからないと思っていたものも、ほとんどは①や②が原因でわから
ないと感じていただけだったのだと思います。これらの理由から、私は暗
記に重視したテキストでアウトプットをとにかく多くの回数行う学習方法
を行いました。「わからないことはしょうがない、とにかく何も考えずにテ
キストを回し続ける」という学習方法が１番の近道だと思います。

次に、過去問についてです。過去問を解いた回数は少なかったと思います。
午後科目については、解くスピードを上げる訓練として活用しました。し
かし、午前科目については、過去問を解くよりもテキストでアウトプット
の方が難易度も高く網羅的に学習できるため重視しませんでした。過去問
を解く回数を少なくできるように、過去問で引っかかった知識については、
テキストにマークしておきました。また、過去問にはあってテキストには
ない知識があると思います。その知識は、勇気をもって捨てました。テキ
ストのみで相当な量の知識があり、全てを覚えて使いこなすことは不可能
だと感じたからです。

以上のことから、択一対策は、記憶を重視してテキストでのアウトプッ
トの回数を可能な限り多くする学習方法を取りました。

記述について
記述の学習ではとにかく多くの問題を解くことにしました。
テキストを回している回数は、他の人より圧倒的に多い自信があったの

で記述も余裕で書けるだろうと考えていました。しかし、講義が始まり予
習を開始した時に絶望しました。全く、手が動かない。雛形は覚えていた
ので、どの登記をするかが分かれば書けましたが、どの登記を書くのかが
分かりませんでした。そこで、毎日１時間記述の学習に時間を使うことに
しました。記述式問題集の復習は講義で指示があった通りに行いました。
それに追加して、他の問題集を購入しました。基礎編の講義が行われてい
る間は、辰已の田端先生が出している問題集をやりました。応用編の講義
の間は、他校の模試の過去問のようなものが載っている問題集を解きまし
た。講義で学んだ解き方を自分で使いこなす練習になりました。講義が始
まったばかりのときは、「ここまでは解けてほしい」と言われたものすら解
けませんでしたが、最後のほうは「初めてでこれができたらセンスがある」
と言われたものまで解けるようになりました。

ひな形が完璧だが、解けない人は多くの問題に触れて講義で習ったこと
を自分でも再現していく訓練をしたほうがいいように感じました。

直前期について
講義を受けている間と直前期では、学習方法は変えませんでした。テキ

ストはメイン科目６周、マイナー科目７周。過去問は１周半程度しました。
ここでは、模試と答練について触れます。私は辰已が提供しているもの

全てと他校の模試を３回受けました。受けた回数は多かったと思います。
これだけ多く受けた理由は２つあります。１つめは、私の場合は、直前期
に入る前には相当な回数テキストを周回していたため、模試で問題を早く
正確に解く訓練をしたかったからです。２つめは、私は地方在住なので会
場受験できる模試を受けたかったからです。これ以外の理由がなければあ
まり回数を多くする意味はないと思います。

模試や答練の復習で注意したことは、とにかく新しい知識は入れないこ
とです。①改正などで過去問がないもの②テキストに書いてある知識に関

連していて、思い出すきっかけになるもの。以上の２つ以外は拾わないよ
うにしました。解説講義も松本先生が担当されたものしか見ませんでした。
また、解答に書いてある解説も上記２つ以外は読まずに、テキストに戻る
ことに止めました。あくまでも、テキストを周回することが大切なので復
習はこれだけに押さえました。

■学習の中で感じたこと及び後進へのアドバイス
私が、一発かつ高順位で合格を出来た理由は、異常なまでのプライドの

高さだと思います。学習を始めた当初は、一発で合格できる人は例外だ。
難しい試験だし２回くらいで合格しようと考えていました。しかし、民法
の講義が終わり単元テストを受けたら満点でした。このときに、この勢い
をキープできれば一発で合格できるのではと考えました。そして、今後、
今より低い点数を取ることは自分の中では許されないと感じました。単元
テストでは、毎回１位を目指して学習を続けました。負けず嫌いでは言い
表せない思いで学習を続けることができたのが一発合格できた一番の理由
だと思います。また、少し話は変わりますが、単元テストは受けた方がい
いと思います。直前期に入るまでは、単元テスト以外の方法で自分の立ち
位置を知る手段はありません。直前期に模試で一喜一憂する前に、自分の
立ち位置を知り落ち込むことを早めに経験したほうがいいと思います。

また、適度な息抜きは大切だと思います。私は、仕事を辞め、地元の友
人には何も言わずに実家に戻り、毎日勉強をしました。飲み会の誘いや同
窓会も断りました。家族以外との会話は、３か月に一回の美容院とコンビ
ニで「袋いらないです。カードでお願いします」のみでした。振り返って
みると、メンタルが壊れなかったのが不思議です。普通に考えてこの生活
を 14 か月続けるのは異常です。恐らく、学習効率が落ちたりもしていた
と思います。他の方の合格体験記を拝見するととても上手に息抜きをされ
ています。そちらを参考にするのを強くおすすめします。心が壊れてしまっ
たら、受験すらできないかもしれません。

続いて、試験日は上手くいかないと感じることも多いと思ってください。
私は、前日と当日にチェックした知識が全くといっていいほど出題されま
せんでした。また、午後の試験中は４回くらい落ちたかもと思いました。
択一は、難易度が高く、検討できた肢が少ないように感じました。（実際に
は模試よりも早く多くの肢を検討出来ていました。）記述も両方ともあまり
出来がいいようには感じませんでした。また、商業登記は時間をかけすぎ
ました。しかし、想像以上にいい点数が取れていました。上手くいかない
と感じても諦めないでください。実際には、上手くいっているかもしれま
せん。

最後に、テキストにある知識と松本先生が講義でおっしゃった勉強法が
すべてだと思ってください。私がした工夫なんてなくても受かります。い
い学習方法が紹介されないことなんてないと思います。

■最後に
皆さんも必ず合格します。学習をしていくなかで分からないことが多かっ

たり、漠然とした不安に襲われることがあると思います。そんな時は、何
も考えずに講義で言われたことのみをやってみてください。学習を続けさ
えすれば、分からないことも不安も試験日のあなたが何とかしてくれます。
講義で言われたことをすべてやりきれなかった私でも合格しました。楽観
的に試験終了時刻まで戦い抜いてください。
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ロングスタディコースで一発合格！ロングスタディコースで一発合格！
松本先生はただでさえ難しい試験をより難しくはしない。松本先生はただでさえ難しい試験をより難しくはしない。

今まで何か目標をもって取り組むことがなく、何か一つやり遂げ
たいという想いから、元々興味のあった司法書士の資格を取得しよ
うと決めました。しかし、難易度が高くとても短期間で合格はでき
ないと思い、徐々にステップアップをしてから挑む計画を立て、宅
建やマンション管理士、行政書士の試験に合格し、いよいよ司法書
士の資格取得の目標を達成すべく、2023 年の 12 月から勉強を始
めました。

試験までの 19 ヶ月間の内、9 カ月は働きながら勉強をし、残り
10 カ月は専業受験生として勉強してきました。

筆記試験を終えた時は、合否よりも満足感のほうが大きく長い時
間をかけて継続できたことが自分の自信にもなりました。

資格の勉強をするにつれて、勉強を継続するには何といっても「自
分を知ること」が重要だと気付きました。自分の場合、合否よりも「後
悔しないこと」が至上命題でした。年単位で時間を費やすなら、も
うこれ以上出来ることがないくらいにやり込みたいと思っていまし
た。なので、後悔なくやり切ったと思えば、合格よりも先に撤退の
可能性もあったかと思います。

■インプット全体と択一の勉強について
インプットは 1 コマ分の講義とそこに付随する過去問を行うとい

うサイクルに従って行っていました。
ただ、どうしても時間が合わないときは講義の視聴を行ってから

仕事に行き、帰宅後に復習と過去問を行うこともありました。
電車の移動や職場の休憩時間では、WEB テキストでの確認や、

登記申請のひな形の音声学習を取り入れていました。
隙間時間での学習コンテンツの豊富さは、自分にとっての講座を

選ぶ際のポイントでもありました。
また、自分が受講したロングスタディコースはインプット講義終

了から試験まで半年の期間があるため、万が一予定通りに講義を受

講出来なくても取り返す時間があることもポイントだと思います。
講師の松本先生はただでさえ難しい試験を、より難しくしません。

当たり前のようにも思えますが、初学者にとっては法律用語一つ
とっても難しく思えてしまいます。しかし、理解重視のテキストと
難しい言葉や言い回しを極力使わず伝えていただけるので、とても
理解が進みます。また、記憶の省略や知識の共通化など試験的なテ
クニックも豊富で飽きることがありませんでした。

1 周目が終わってからのいわゆる「追っかけ復習」については、
基本的には過去問に費やす時間を少なくして、テキストの読み込み
に重きをおいて行っていましたが、自分はテキスト読みがあまり上
手ではなくしっかり読んでしまう癖があり、その癖がなかなか抜け
ませんでした。学習初期はまだ兼業で働いていたために講義が遅れ
ていきました。しかし、とにかくその日その日で決めたことはしっ
かりやることと、専業受験生になったら必ず講義に追いつけるから
無理をしないことを念頭に置いて勉強をしていました。

専業受験生になってからはとにかく講義に追いつくことに重きを
置いて、1 日２〜３コマほど進め、最終科目であった憲法の中盤あ
たりで追いつくことが出来ました。講義が追い付いてからは、復習
と過去問に力を入れ、テキストと過去問の周回回数を増やしていき
ました。

テキストには余白だけでなく、大きめ付箋に気なった過去問の知
識や似ている知識の該当ページ、思考回路や気を付けるポイントな
どを書いて、知識が散らばらないように心がけていました。

その結果、最終的には間違えた箇所の確認はテキストだけを見れ
ば解決するので、調べる時間の短縮にもなりました。

■記述の勉強について
年末頃から各予備校で模試が始まり、そこで初めて記述を意識す

ることになりました。まだこの段階では択一と記述の一体性が見い

だせておらずとても苦労しました。それでもテキストに加えて、ひ
な形の記載事項や添付書面の暗唱を粘り強く行い、少しずつ点数に
結びつくようになりました。その時に改めてテキストに目をやれば、
解析度も上がり結果的に択一の点数も伸びる結果となりました。

■アウトプット全般について
アウトプットについては、学習初期から中盤にかけては過去問が

中心となりましたが、後半から試験まではテキスト中心にアウト
プットができるようになっていきました。初めのガイダンスで「テ
キストでアウトプットをする」といった学習方法の説明を受けまし
たが、本当にそんなことが出来るのか？と思っていました。しかし、
学習が進むにつれてその意味がようやく分かり、その結果としてテ
キストの回周スピードも上がったと思います。

また、答練は辰已の答練のみを受け、模試に関しては他の予備校
も含めほぼ全てに申し込みました。これは主に、時間配分の作戦
を実践する為です。司法書士試験を今まで受けたことがなく、特に
午後の試験時間が足りなくなるという話は聞いていたため、自分に
とってどの順番で解くのが安定して点数が取れるのかを試す為に模
試や答練を受けていたため、もしかしたら一般的な模試や答練の数
と比べたら多いかもしれません。

辰已の答練や模試は採点結果が出るのが早く、フィードバックが
しやすかったです。答練や模試を受けた後に答えの確認をその日の
うちに行っていたため、他の予備校の模試などは結果が出る頃には
もうあまり覚えていないことが多い中、辰已は解説動画も付いてい
たので、思考過程などが思い出されることが多かったように思いま
す。また、記述式の問題においてテキストでは文字のみで説明がさ
れている箇所が実際に問題として提起されることによって、知識が
立体化される部分が何度もありました。流して読んでしまいがちな
論点でも、しっかりと学べるのが辰已の答練や模試だと思います。

■学習で意識したこと
講義では毎回、その講義で学んだ知識に関する過去問が指定され

ます。まずは、その過去問を必ず講義後に解くことを意識していま
した。

仕事をしていた時は、細切れの時間は復習やひな形の音声学習に
使っていたため、講義とセットで過去問を行おうとすると、どうし
ても休日の日になってしまいます。なので、休日の日は予定を入れ
ずに勉強をするために平日の仕事終わりなどに済ませられる用事は
済ませるようにしていました。また、仕事中でも移動や席を離れる
ときに所有権の移転の添付書面や取締役の欠格事由を思い出してみ
るなど、なるべく勉強から離れないことも意識しました。

専業受験生になると、食事やお風呂以外は勉強していたため隙間
時間がほとんどありませんでした。しかし、長時間の勉強、特にイ
ンプットが一通り終了した年末くらいから、集中力が続かなくなっ
ていきました。そのようなときは「今はなにを学びたいのか」と「や
らなければならないこと」を書き出すことで乗り越えました。元々、
自分自身が予定を組んだりするのが好きだったこともあり、変更に
なっても良いから、とにかく勉強の予定を立てました。まず今日は

何をやるのか。明日はどうするか。1 週間後は？ 1 か月後は？と予
定を立てていきました。これは、そのまま進められることもあれば、
その日のうちに代わることもあります。それでも、まず勉強に意欲
的になるという点では有効なのではないかと思っています。

模試や答練は全て自宅で受けていたため、会場で受けるのは行政
書士試験以来でした。試験当日に会場に行ったらすでに席について
勉強している方々がたくさんいましたが、テキストやまとめ本がき
れいな人が多かったことに驚いたと同時に、もしかしたら合格出来
るかもしれないと思いました。それだけ努力をしたという自信が最
後に自分を合格へ導いてくれたのだと思います。

自分は合格のためにとにかく時間を使いました。自分が講義を受
け始めた時に、合格のために差し出せるものは時間しかありません
でした。

例えば、1 日 10 時間を勉強すると決めても、だらけてしまって
12 時間を使って 10 時間勉強していたような感覚でした。時間の
確保は徹底的に行いました。その代わりにだらだらしてしまっても
自己嫌悪にならないと決めていました。今振り返れば、仕事やプラ
イベートなど、本当に多くのことを犠牲にした上での合格でした。
それでも、合格して良かったと言えるように、活動していかなけれ
ばならないなと思ったと同時に、受験される皆様には時間は有限で
すので、ぜひ有効に効率よく勉強をしてほしいなと思います。

そして、その方法が松本基礎講座にはあると思っております。要
求されるレベルは高いとは思いますが、受講される方にはそれを飛
び越えて、先生に驚かれる位にテキストや講座を使い倒してみてく
ださい。

きっと納得のいく結果が付いてくると思います。
独学や講座に限らず、敷かれたレールがあると思いますので、そ

の上を脇見もせずに突き進んでください。その途中で結果が出な
かったとしても、試験当日に結果を出せば問題ありません。

自分自身も不安の中からスタートしましたが、それを払拭するの
は勉強することしかありません。やるのは自分自身です。どうせな
らとことんやり切ってください。テキストや講座を信じて、本当に
やることがなくなるくらいまでやり切ったその先には合格が待って
います。ぜひ頑張ってください。

最 新 合 格 者 情 報

2025 年向け
ロングスタディコースを受講

井
い ご し

越 健
たけひと

人 さん
2025
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・登記権利者：設定者
・登記義務者：地上権者

「存続期間満了」を登記原因とし，登記記録から存続期間が満了したことが明らか
であっても，上記のとおり設定者と地上権者の共同申請によります。

「存続期間の満了」の出題の意図
存続期間が満了している場合，そのことは登記記録から明らかですので，何か特殊
な規定がありそうです。しかし，不動産登記法に特殊な規定はありません。択一で出
題者が存続期間の満了を出すときは，「特殊な規定があるのかな？」と惑わせる意図
で出題しますので，その意図にあらかじめ備えておいてください。

（２）添付情報
地上権の抹消の登記も，以下の添付情報に注意してください。

・承諾証明情報（不登法 68条，不登令別表 26添付情報へ）
登記上の利害関係を有する第三者がいるときは，必ずその第三者が作成した承諾を
証する情報などを提供する必要があります。抹消の登記だからです（不登法 68 条。
Ⅰのテキスト第１編第６章第８節２１.①）。
たとえば，その地上権を目的とする担保権者が登記上の利害関係を有する第三者に
当たります。地上権を目的とする担保権者は，目的としている地上権が抹消されるた
め，職権抹消されるからです（Ⅰのテキスト第２編第２章第２節２５.「職権抹消の基
本的な考え方」）。
「存続期間満了」を登記原因とする場合でも，地上権を目的とする抵当権が登記さ
れていれば，その抵当権者の承諾証明情報を提供する必要があります（登研 439P128）。
「存続期間が満了したことは登記記録から明らかだから，承諾なく職権抹消するよ」
とはならないのです（上記の「『存続期間の満了』の出題の意図」）。

・登記権利者：設定者
・登記義務者：地上権者
・登記権利者：設定者
・登記義務者：地上権者

第４節 抵当権の効⼒が及ぶ⽬的物の範囲 
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離したり搬出したりすることはでき，この場合には抵当権の効⼒は及びません。抵当
権は⾮占有担保ですので，設定者は通常の使⽤収益は問題なくできるからです。 

よって，問題となるのは，通常の使⽤収益の範囲を超えた分離・搬出の場合です。
抵当権の競売開始決定前（下記（１））と競売開始決定後（下記（２））に分けてみて
いきます。 

（１）抵当権の競売開始決定前 
（ａ）分離物が抵当権が設定された不動産上にある場合 
抵当権の競売開始決定前に，不動産から分離されたが，まだ分離物が不動産上にあ

る場合，抵当権の効⼒は及ぶでしょうか。以下のCase のような場合です。 

この問題については，肯定説と否定説があります。判例は肯定説です。 

肯定説（⼤判昭７.４.20） 否定説 

ダレ 
の味 
⽅か 

抵当権者 
⼀般債権者 

⼀般債権者 
 抵当権者 

結論 抵当権の効⼒が及びます。 抵当権の効⼒が及びません。 

理由 抵当権は付加物を含めた抵当不動産全体の
価値を把握する物権であり，不動産上にある
以上，まだ抵当権の登記による公⽰の⾐につ
つまれているからです。 

分離される前は不動産の⼀部でした
が，分離されることによって動産と
なり，独⽴の物となるからです。 

Ａが所有している⼭林にあなたの抵当権
が設定され，登記も備えられている。Ａが⽊
を伐採したが，⽊がまだ⼭林上にある場合，
伐採されたその⽊に抵当権の効⼒は及ぶ
か？ 伐採

抵当権 ○登あなた

Ａ 

CCaassee 

抵当権登記の公⽰の⾐
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４．援用権者

取得時効の占有者や消滅時効の債務者が時効を援用できることは，問題ありません。
上記 Case でいえば，Ａは問題なく消滅時効を援用できます。では，保証人であるあ
なたは援用できるでしょうか。こういったことが問題となります。

援用権者として認められるかの判断基準
援用権者として認められるのは，援用をしなければ自身の財産を失ってしまう者で

す。
＊以下の表には，この後に学習する用語が多数出てきます。よって，いったん飛ばし，財産法の学習がひとと
おり終わった後（Ⅲのテキスト第８編までお読みになった後）にお読みください。

援用権者として認められる者 援用権者として認められない者

①保証人（民法145条かっこ書）
②連帯保証人（民法145条かっこ書）
援用をしなければ債務の履行の責任を負い
ますので（民法446条１項），自身の財産を
失ってしまう者です。
よって，上記Caseの保証人であるあなた
は，ＡのＢに対する債務の消滅時効を援用で
きます。
①②は，平成29年の改正で判例（大判大
４.７.13，大判大４.12.11，大判昭７.
６.21）が明文化されました。

①連帯債務者
連帯債務者は，かつては援用権者と解され
ていました。しかし，平成29年の改正で，
連帯債務における時効の効果は相対的効力に
なりました。他の連帯債務者の債務が時効に
よって消滅しても，連帯債務者の債務に変化
が生じなくなったので（民法441条本文），
連帯債務者は援用をしなければ自身の財産を
失ってしまう者とはいえなくなったんです。
②一般債権者（大判大８.７.４）
一般債権者は債務者の特定の財産を目的と
していませんので，援用をしなければ自身の
財産を失ってしまう者とはいえません。また，
P115の「一般債権者が該当するかどうかの
記憶のテクニック」もご確認ください。

Ａは，Ｂから 100万円を借りており，あなたはＡの保証人となっている。Ａの
Ｂに対する債務が，弁済されないまま弁済期から５年が経過した場合，あなたは
ＡのＢに対する債務の消滅時効を援用できるか？

CCaassee 

第２節 意思能力
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第２節 意思能力

前節で「権利能力を有することは，取引社会の主体（メンバー）であること」と説
明しました。また，自然人の権利能力の始期は出生でしたので（P38（１）），０歳や
１歳の赤ちゃんでも権利能力はあることになります（「権利能力」の問題）。
しかし，「実際に取引をする能力があるか？」ということは，権利能力とは別問題

です。権利能力があっても，たとえば，０歳や１歳の赤ちゃんは物事の分別がつきま
せんので，「これを買いたい」などとは言えません（「意思能力」の問題）。
また，大体６～７歳くらいになれば，物事の分別がつきますので，「これを買いた

い」とは言えます。しかし，能力に不安がある未成年者の場合は，成年者に比べて保
護する必要性が高いです（「行為能力」の問題）。

このような理由から，「意思能力」「行為能力」という問題が生じます。つまり，第
２節と第３節で扱う意思能力と行為能力は，「権利能力はある（取引社会の主体〔メ
ンバー〕ではある）が，物事の分別がつかない者や，保護する必要がある者をどう扱
うか？」という問題なのです。
意思能力はこの第２節で，行為能力は次の第３節で説明します。

民法３条の２
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは，その法律行為
は，無効とする。

１ 意義
意思能力：自分の法律行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力
かつては，意思能力については明文規定がありませんでした。しかし，今後は高齢

化社会になり，意思能力が問題となる事件は増えると考えられ，意思無能力者を保護
する必要性が高まります。そこで，平成 29年の改正で明文化されました。

用語解説 ――「明文規定」

「明文規定」とは，条文があるということです。学説問題の肢
あし

（選択肢）の中で，「明文規定
がある」「明文規定がない」という文言はよく出てきますので，意味がわかるようにしておいて
ください。

１

しかし，「実際に取引をする能力があるか
です。権利能力があ
せんので，「これを買いたい」などとは言えません
また，大体６～７歳くらいになれば，物事の分別がつきますので，「これを買いた

しかし，「実際に取引をする能力があるか

図、Case、イメージの湧きやすい例など様々
な工夫を駆使し、初めて法律を学ぶ人にも理
解できるテキストとなっています。

簡単な例からスタートしますが、法律の根本的な
考え方まできちんと説明しています。

第２章 人（主体） 
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P４で説明したとおり，財産法が規定しているのは以下の社会でした。この第２章
で扱うのは「人」です。つまり，取引社会の主体（メンバー）をみていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
主体（メンバー）について，「権利能力」（第１節），「意思能力」（第２節）および

「行為能力」（第３節）の３つの能力から考えていきます。 
 
第１節 権利能力 

 
１ 意義 
権利能力：権利・義務の主体となることができる資格，つまり，権利を取得し義務

を負担することができる資格 
たとえば，私が，あなたとの間で，「私があなたにパソコンをタダであげるよ」と

いう贈与契約をしたとします。 
 
 
 
 

 
 
 
この贈与契約が成立すると，上記の図にある権利と義務が発生します。このような

権利を取得し義務を負担することができる資格を「権利能力」といいます。 
 

取引社会 

人 人 

 物  

債権 

物権 

松本 あなた 

義務：パソコンを 
   渡さないと 

権利：パソコンを 
   よこせ 

第２章 
章 

人（主体） 

１ 

第１節 権利能力 
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権利能力を有することは，まさに取引社会の主体（メンバー）であるということで
す。つまり，この第２章の冒頭の図の「人」であるということなのです。 

 
２ 権利能力を有する者 
では，この権利能力を有する者は誰でしょうか。 
 
 

 
 
 

 
 
権利能力を有するのは，以下の①②の者です。 

 
①自然人 
自然人とは，日常用語でいう「人」のことです。つまり，人間のことです。人間は，

下記②の法人と違い，当然に「人」として扱われるので，「自然人」といいます。 
自然人であるならば，すべて“誰でも” “同じように”権利能力を有しています。これ

を「権利能力平等の原則」といいます。かつては，貴族制度などがあり，すべての人
間が平等とはいえませんでしたが，現在はその反省から，総理大臣であってもホーム
レスであっても同じように権利能力を有するとされています。 
また，年齢も関係ありません。よって，上記 Case の「１歳の赤ちゃん」は権利能

力を有しています。 
 

②法人 
法人とは，会社などのことです。たとえば，私が講義をしている株式会社辰已法律

研究所は法人です。サラリーマンやOLの方が勤めているところも，たいていは法人
です。法人は，自然人と異なり，物体として存在するわけではありません。辰已法律
研究所は人の集まりではありますが，「辰已法律研究所」自体が歩いたり，食事をし
たりするわけではありません。しかし，法人も取引社会で取引を行うなど活動をする
ことから（みなさんが予備校の講座を申し込んだ場合は法人である予備校と契約をし
たことになります），権利能力が認められています。よって，上記Caseの「株式会社
辰已法律研究所」は権利能力を有しています。 
なお，法人は基本的には人の集まりなのですが，人が集まればすぐに法人となれる

わけではありません。会社法・商業登記法で詳しく学習しますが，一定の要件（設立

 
以下の者のうち，権利能力を有する者は誰か？ 
・１歳の赤ちゃん 
・コンピューターを使いこなせるサル 
・株式会社辰已法律研究所 

CCaassee  
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第１章 ⺠法が規定する世界 
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    財産法が規定する取引社会とは？  
「財産法と家族法は別法律であると考えて学習してください」と申し上げましたの

で，分けて考えていきましょう。この第１編では，基本的には最初に学習する「財産
法」の⼤枠を説明していきます。以下のCase を考えてみてください。 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

常識的に考えて，Case（１）は「当然⾔えるだろう」と思うでしょう。Case（２）
は微妙でしょうか。しかし，みなさんがこれから学習するのは法律ですから，法律的
に考える必要があります。実は，この Case が，財産法が規定している世界を考える
のに役⽴ちます。 

財産法は，以下の社会を規定しています。⺠法に⽬があるとすると，⺠法から私た
ちが⽣活している社会は以下のように⾒えているのです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
財産法は，取引社会を規定したものです。それは，どのような社会でしょうか。 
まずは何事も登場⼈物を確認する必要がありますが，取引社会の登場⼈物は「⼈」

です。この「⼈」には「⾃然⼈」（⽇常⽤語でいう⼈）だけではなく，「法⼈」（会社
など）も含みます（P37）。つまり，⺠法は取引社会の主体（メンバー）を「⼈」（⾃
然⼈および法⼈）としたのです。 

取引社会 

  ⼈   ⼈ 

 物  

債権 

物権 

⺠法 

2 

 

（１）あなたは，ブランド物のバッグを所有し
ているが，そのバッグをドロボウが持って⾏
ってしまった。あなたはドロボウに，「バッ
グを返せ！」と⾔えるか？  

（２）あなたは，家電量販店でパソコンを購⼊
した。しかし，あなたは，売買代⾦を⽀払お
うとしない。家電量販店はあなたの⽗親に，
「売買代⾦を⽀払え！」と⾔えるか？ 

ドロボウ 

あなた 

あなた 家電量販店

⽗親 

CCaassee  

特に重要な条文は、ボックスにして
原文を掲載しています。
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は，ＡのＢに対する債務の消滅時効を援用で が生じが生じが なくなったので（民法ので（民法ので（ 441条本文），

232

きます。

第 1 節 物権とは？ 
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ことも，貸すこともできます。また，捨てたり壊したりすることもできます。 

（ｂ）使うことのできる⽤益物権 
⽤益物権である，③の地上権，④の永⼩作権，⑤の地役権，⑥の⼊会権は，物の

利⽤価値と交換価値のうち，「利⽤価値」を把握する物権です。つまり，物を売っ
払ったりすることはできませんが，他⼈の物を使うことができます。 

なお，⼊会権は細かいので，このテキストでは扱いません。 

（ｃ）⾦に替えることができる担保物権 
担保物権である，⑦の留置権，⑧の先取特権，

⑨の質権，⑩の抵当権は，物の利⽤価値と交換価値
のうち，「交換価値」を把握する物権です。つまり，
原則として物を使うことはできませんが，他⼈の
物を売っ払ったりすることはできます。たとえば，
銀⾏が建物を⽬的として抵当権の設定を受けた場
合は，銀⾏からみると，その建物は右の図のよう
に⾒えているのです。銀⾏にとってはその建物にシステムキッチンが付いていて
使いやすいかなどはどうでもよく，銀⾏は「⾦に替えるといくらになるのか」し
か考えていないのです。 

「所有権」「⽤益物権」「担保物権」のイメージ 
物の所有者が物に対して持つオールマイティーな権利が「所有権」です。所有

権は「利⽤価値」と「交換価値」を把握しています。その「利⽤価値」と「交換価
値」を他⼈に切り売りすることができます。利⽤価値を切り売りしてできた他⼈の
物権が「⽤益物権」であり，交換価値を切り売りしてできた他⼈の物権が「担保物権」
です。 

銀⾏ 

￥

所有権

利⽤価値

交換価値

利⽤価値

交換価値

担保物権

⽤益物権

切り売り

【他⼈】【所有者】
第４節 抵当権の効⼒が及ぶ⽬的物の範囲 

離したり搬出したりすることはでき，この場合には抵当権の効⼒は及びません。抵当
権は⾮占有担保ですので，設定者は通常の使⽤収益は問題なくできるからです。 

よって，問題となるのは，通常の使⽤収益の範囲を超えた分離・搬出の場合です。
抵当権の競売開始決定前（下記（１））と競売開始決定後（下記（２））に分けてみて

第３章 機関 
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会社法309 条３項の特殊決議による必要がある決議（会社法309 条３項１〜３号） 
  
①発⾏する全部の株式の内容として譲渡制限株式を設ける定款変更 

公開会社から⾮公開会社になる定款変更です。 
②吸収合併消滅株式会社または株式交換完全⼦会社が公開会社であり，かつ，それらの株式会

社の株主に対して交付する対価が⾮公開株である場合の吸収合併または株式交換の承認 
③新設合併消滅株式会社または株式移転完全⼦会社が公開会社であり，かつ，それらの株式会

社の株主に対して交付する対価が⾮公開株である場合の新設合併または株式移転の承認   
 
株主から⾒ると 

この３項の特殊決議による必要があるのは，⾃⾝の株式が公開株から⾮公開株にな
ってしまう場合です（上記①〜③は，すべてこれです）。これは，株主にかなり不利
なことだからです。⾮公開株になると株式の譲渡が⼤変になります。上場廃⽌をイメ
ージしてください。 

 
（ｂ）決議要件 
議決権を⾏使することができる株主の

半数以上（⼈数ベース），かつ，議決権を
⾏使することができる株主の議決権の２
/３以上（議決権数ベース）の賛成で決議
が成⽴します（会社法 309 条３項柱書）。
条⽂の「であって」は，「かつ」という意
味です。 
ex. 株主の数が４⼈・発⾏済株式の総数が 1000 株（すべて議決権あり）である場合，

株主２⼈以上かつ 667 株以上の賛成で決議が成⽴します。⼈数要件がありますの
で，仮に株主４⼈のうち１⼈が 900／1000 株保有していた場合でも，その１⼈の
賛成では成⽴しません。「公開株から⾮公開株にすることは，少⼈数の⼤株主で決
めるな！」という趣旨で，⼈数要件があるわけです。 

 

【⼈数】

議決権

【議決権】

かつ

この講座のテキストは、「できる」「当たる」「認められる」など
その事項に該当するものは左に、「できない」「当たらない」「認
められない」など該当しないものは右に配置するという一貫した
方針で作成されています。これは、本番の試験でテキストを思い
出す時に、「この知識はテキストの表の左に書いてあったな。だ
から、『できる』だ」といったことができるようにするためです。
この講座のテキストには、他にも“	本試験での頭の中での検索の
しやすさ”	という観点での工夫が多数あります。「分かりやすさ」
を追求したテキストはありますが、同程度に重要な「思い出しや
すさ」を追求したテキストは、この講座のテキスト以外にはあり
ません。

近年の不動産登記の記述の出題の中心は、「申請件数と申請順序」
を問うことです。記述で最も重要な申請件数と申請順序の対策が
できるテキストとなっています（「１/２」「２/２」などの記載
がこれに当たります）。

担保物権担保物権

第２節 相続関係以外の所有権の移転の登記 
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（ｂ）時効の起算⽇後の死亡 
たとえば，Ｂが時効取得した建物の所有権の登記名義⼈Ａが，時効の起算⽇後に死

亡し，Ａの⼦であるＣがＡを相続しました。この場合，以下の登記をします。 
１/１ Ｂへの時効取得を原因とする所有権の移転の登記 

Ｂは，時効の起算⽇から所
有者であったことになります
（⺠法144 条）。そして，Ａが
死亡したのは時効の起算⽇後
ですので，Ｃに所有権が移転していないことになるからです。 

（２）占有者の死亡 
（ａ）援⽤後の死亡と援⽤前の死亡 

ⅰ 援⽤後の死亡 
たとえば，Ａ所有の建物をＢが時効取得に必要な期間占有し，時効取得を援⽤した

後に死亡し，Ｂの⼦であるＣがＢを相続しました。この場合，以下の登記をします。
１/２ Ｂへの時効取得を原因とする所有権の移転の登記 

Ｂが死亡していますので，Ｂは申請できません。そこで，Ｂの相続⼈ＣがP43〜44
の３.の⼀般承継⼈による申請（不登法62 条）により申請することになります。 
２/２ Ｃへの相続を原因とする所有権の移転の登記 

１件で直接，Ｂの相
続⼈Ｃに時効取得を原
因とする所有権の移転
の登記をすることはで
きません。Ｂは，援⽤により確定的に所有権を取得した後に死亡しています。よっ
て，「Ａ→Ｂ→Ｃ」と所有権が移転しています。権利変動の過程を公⽰するのが登記
ですので，Ｂへの所有権の移転の登記もする必要があるのです。 

ⅱ 援⽤前の死亡 
たとえば，Ａ所有の建物をＢが時効取得に必要な期間占有し，時効取得を援⽤する

前に死亡し，Ｂの⼦であるＣがＢを相続し，Ｃが援⽤しました。この場合，以下の登
記をします。 
１/１ Ｃへの時効取得を原因とする所有権の移転の登記 

Ａ所有 
Ａ死亡 Ｂ時効完成

Ａ Ｂ

Ｂ占有開始

Ｂ援⽤ Ｂ死亡 
Ａ所有 

Ｂ時効完成

Ａ Ｂ Ｃ

Ｂ占有開始 

司法書士試験では、「学説問題」というもの
が出題されることがあります。条文の記載が
曖昧な点についての考え方（学説）を問う問
題です。苦手な受験生の方が多い分野ですが、
このテキストでは、「ダレの味方か？」など
を表示して、学説ごとの違いが明確にわかる
ようにしています。

TEXT
本講座では、松本雅典著『司法書士試験リアリスティック』を講座テキストとして使用します（シリーズ全科目刊行
済み。）。
テキストの記載内容は、本試験過去問を徹底的に分析した結果をもとに吟味されており、無駄な記載を省きつつも、
本試験での出題領域を十分にカバーするものとなっています。

松本雅典著  司法書士試験リアリスティック

重要ポイントについては、図を記載。
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3 
 

２ ⺠事訴訟法の理念 
⺠事訴訟法の理念は，以下の４つです。 
 

①適正 
②公平 

⺠事訴訟の⼿続は，「適正」なものであり，原告・被告の双⽅に「公平」なもので
ある必要があります。そうあるべきですよね。 
③迅速 
④訴訟経済 

⺠事訴訟の⼿続は，「迅速」に進め，訴訟に関わる⼈の労⼒や費⽤をできる限り少
なくすべき（「訴訟経済」）です。簡単にいうと，ムダをなくして早く終わらせようと
いうことです。⺠事訴訟法は何度も改正されてきたのですが，⼤きなテーマとしてあ
ったのがこれです。⺠事訴訟は時間がかかることが，ずっと問題となっていました。
判決まで数年かかることもありました。そうすると，利⽤しづらいですよね。また，
訴訟が⻑引けば，それだけ税⾦もかかります。裁判官や裁判所書記官の給与は税⾦で
す。これは⺠事訴訟の⼤きなテーマなので，以下のテクニックを導き出せます。 

 
テクニック 

「遅滞させることになるが，◯◯できる」という肢は，基本的に誤りです。 
 

３ ⺠事訴訟のイメージツール 
⺠事訴訟の経験がない⽅がほとんどだと思います。⾃分と遠い存在のものは，イメ

ージツールがあると理解しやすくなります。 
このテキストでは，テニスをイメージツ

ールにします。テニスの主な登場⼈物は，
「サーバー」「レシーバー」「審判」です。
これを⺠事訴訟に当てはめると，「サーバー
＝原告」「レシーバー＝被告」「審判＝裁判
官」となります。サーバー（原告）とレシ
ーバー（被告）がコート（裁判所）でボー
ルを打ち合い（主張や⽴証など），それを審
判（裁判官）が判断します。 

 

２ 

３ 

原 告 被 告

裁判官

　イメージの湧きにくい法律用語を、随所
で、たとえや実務の話を交えて解説。

　記憶の仕方など、ワンポイントアドバイスを適宜記載。

9 10

受講者に記憶していただくのは、テキストのほか、各
科目で配付する数ページのレジュメ、それだけです。

「司法書士試験リアリスティック」は各自でご用意下さい。

本講座を全科目一括（またはそれを含むパック）でご購入いただい
た方には「司法書士試験リアリスティック」民法Ⅰ、民法Ⅱ、民法
Ⅲ、不動産登記法Ⅰ、不動産登記法Ⅱ、会社法・商法・商業登記法Ⅰ、
会社法・商法・商業登記法Ⅱ、民事訴訟法・民事執行法・民事保全
法、供託法・司法書士法、憲法、刑法、記述式問題集基本編・応用
編の全 13 冊をプレゼントいたします。

外販テキストとして広く普及している書籍を講座テキストとして使用します。



第２章 物権の基本 

２．⺠法177 条 
このようにＡ名義の登記がされた不動産をあなたが買ったとしましょう。以下の

Case で考えてみてください。 

あなたは、Ｂよりも先に購⼊し１年間も実際にそこで暮らしているのですから、当
然「私が所有者だ！」と⾔えると思うでしょう。しかし、実際には、あなたはＢに対
して、⾃分がその⼟地と建物の所有者であると⾔えません。以下の条⽂があるからで
す。 

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法（平成16年法律第123号）その他
の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗するこ
とができない。

あなたは登記をしていないため、所有権の取得（「物権の得喪」のうちの取「得」）
をＢ（第三者）に主張できません（対抗できません）。 

ここでいう「第三者」は、悪意でも構わないとされています。 

⽤語解説 ――「悪意」「善意」

「悪意」とは、法律⽤語では、害意があるという意味ではなく「知っている」という意味です。
反対の意味の⽤語は「善意」です。これも⽇常⽤語とは異なり、「知らない」という意味です。

Ａはあなたに、令和４年３⽉ 10 ⽇、⼟
地と建物を売った。あなたはＡに、売買
代⾦ 3000 万円を⽀払い、その⼟地と建物
の引渡しも受け、暮らし始めている。あ
なたは、⼦供の⼩学校の転⼊⼿続も済ま
せ、⼦供もやっとクラスに馴染んできた。
しかし、Ａは、まだ⾃分に登記があったため、Ｂに、令和５年３⽉10 ⽇、その⼟
地と建物を4000 万円で売り、その⼟地と建物の登記をＢに移した。なお、Ｂは、
Ａとあなたとの間で売買契約がされていたことを知っていた。この場合、あなた
はＢに対して、⾃分がその⼟地と建物の所有者であると⾔えるか？ 

Ａ あなた 

Ｂ（悪意）

② 

① 

○登  

VS

CCaassee 

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法（平成16年法律第123号）その他123号）その他
の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗するこ
とができない。

あなたは登記をしていないため、所有権の取得（「物権の得喪」のうちの取「得」）
をＢ（第三者）に主張できません（対抗できません）。 

ここでいう「第三者」は、悪意でも構わないとされています。 

⽤語解説 ――「悪意」「善意」

「悪意」とは、法律⽤語では、害意があるという意味ではなく「知っている」という意味です。
反対の意味の⽤語は「善意」です。これも⽇常⽤語とは異なり、「知らない」という意味です。
「悪意」とは、法律⽤語では、害意があるという意味ではなく「知っている」という意味です。

「善意」です。これも⽇常⽤語とは異なり、

書き込みが完成するとテキストのページは
こうなります。

講義スタイル
本講座出身の合格者が「この形式の講義以外は受けられなくなるほど」と絶賛する講義スタイル！
本講座は従来から一貫した講義スタイルで多くの合格者を生み出してきました。
毎回講義の冒頭は松本講師が受講生に向かって話すところから始まります。講義はタブレット端末を使用してテキストを映像
で映し、講師と一緒にテキストに書き込みをするスタイルで行われます。
4色（赤：結論、青：趣旨・理由、緑：複数の知識を記憶できる共通する視点など、黒：：試験には出ない具体例や実務の話）
のペンを使い分け、どこをどう記憶すればよいのかを視覚化しながら説明していきます。
どの箇所を線でつなぐか、図はどこに書き込むかといったことも一目瞭然になります。

板書は効率が悪い。
口頭の説明だけでは
後で思い出せない。
だから、この講義スタイル！

「どこに線を引けばいいの？」
「どこを説明しているの？」
などということは起こりません。

書き込んだ時の記憶が残っているので、復習がし易い！
試験の時に思い出し易い！

このスタイルだから講義終了時点でのテキストは全受講
生共通！
（講義の受け方によって差が出ない）

教室での講義の様子

実際の講義を例えばWEBスクー
ルの画面で見るとこうなります。

（LIVE受講生は教室内のモニター
で見られます）

過 去 問 対 策

　 　 　 音 声 学 習 用 教 材

択一過去問本

受講者特典マイページ
はこちら

　過去問対策は司法書士試験受験に必須です。
　本講座では、辰已法律研究所オリジナルの択一過去問集『司
法書士試験択一過去問本』を受講者全員にもれなく配付します。
　『司法書士試験択一過去問本』は、平成・令和の全問題（改
正により成立しなくなった問題等を除く）にプラスをして、最新
の試験対策でも重要な「昭和の肢」（昭和の時代に出題された
問題を肢ごとに分解したもの）を掲載しており、試験対策に必
要にして十分な分量の過去問集となっています。
　配付は科目ごとに行いますので（科目別受講者にも配付）、過
去問集をご自分で購入する必要はありません。

Shadowing（シャドウイング）とは…
　英会話の学習法として頻繁に利用されているもので、通常はネイティブの人が話す英語を収録した媒体を聴きながら、それに影
（shadow）のように後から追いかけて発音することをいいます。文章を見ずに、耳から聴き取った音をそのまま自らの口で再現するのが本
来のやり方です。
　再現するためには、当然、聴き取る能力が要求されますし、同じスピードで喋る能力も要求されます。このような能力を少しずつ高めるこ
とにより、英語力を高めるのが英語学習におけるシャドウイングの目的です。
　松本式学習法においては、このシャドウイングの手法を、司法書士試験において重要な申請書の学習に利用します。

【申請書シャドウイング】
　本講座では、シャドウイングの手法を記述式対策（申請書）に利用します。喋ることは
書くことよりも短時間で行えるので、当然、勉強時間の節約になります。
　しかも、この方法を利用することには、英語学習の場合にはない重要な意義がひとつあ
ります。それは、日本語では発音と平仮名が一致するので、ほとんどの場合、喋れれば書
けるということです（英語では「ウェンズデイ」と喋れても、「wednesday」と書けると
は限りません。）。申請書の中には漢字も含まれますが、あまり難しい漢字はありませんし、
難しい漢字については書きとりの練習をすれば足りるのです。

■シャドウイング用音声データの配付方法
辰已法律研究所のホームページからダウン
ロードしていただけます。別途料金はかかり
ません（通信料は各自ご負担ください）。配信
に関する詳細は受講開始時にご案内します。
ダウンロード期限はホームページに記載。

■ファイル形式：MP3

全科目一括受講者
限定特典

補助資料

教材のWEB閲覧（全科目一括受講者限定）

11 12

講座使用教材を WEB 上で閲覧できるサービスです。
外出先でもスマホなどを使用してテキスト等の教材を見ることができますので、紙の本を
持ち歩く必要がありません。
通勤電車の中など、自宅以外でも勉強ができますので、時間を有効に活用することがで
きます。
■閲覧方法：受講者特典マイページ上に閲覧ページに入るためのボタンが設置されています。
■閲覧可能教材：
１．司法書士試験リアリスティック（辰已法律研究所刊）全 13 冊
２．司法書士択一過去問本（辰已オリジナル）全 17 冊
※講座の進行にあわせて順次閲覧可能となります。
※他社出版の書籍は対象外です。
■閲覧可能日：
速習コースは、各科目の初回 LIVE 講義日から。
ロングスタディコースは各科目の WEB スクール配信開始日から。
※掲載終了は、速習コースが 2026 年司法書士試験筆記試験日、
　ロングスタディコースが 2027 年司法書士試験筆記試験日。

辰已法律研究所ホームページ

辰已オリジナル択一過去問集辰已オリジナル択一過去問集
「択一過去問本」「択一過去問本」を受講者全員にもれなく配付を受講者全員にもれなく配付

※受講科目ごとに配付します。※受講科目ごとに配付します。

タブレット使用で映像クオリティ
アップ！



記述式対策
第３６問　以下の設例 １及び設例 ２に基づき、後記の問 １から問 ３までに答えなさい。ただし、

設例 １及び設例 ２は、相互に関連性がない独立した事例とする。

設例 １　令和 ７年 ６月 8日、司法書士榛名恵は、別紙 １の登記がされている土地（以下「甲

土地」という。）について関係当事者全員から相談を受け、別紙 ２及び別紙 ３に記載

された内容の事実を聴取した。そして、同年 ７月 ４日、司法書士榛名恵は、甲土地の

登記申請手続に必要な全ての書類を受領した上で、登記原因証明情報を起案し、関係

当事者全員から登記の申請手続等について代理することの依頼を受けた。同日、司法

書士榛名恵は、甲土地について必要な登記の申請を書面申請による方法で行った。

問 １　令和 ７年 ６月 8 日、司法書士榛名恵が甲土地の関係当事者全員に登記の申請の

必要書類について説明をしたところ、Ａは、甲土地の所有権の移転の登記の登記

済証（平成 ７年 ４ 月２７日前橋地方法務局太田支局受付第１889５号登記済証）を紛

失しており、甲土地についての登記の申請（別紙 ３の ４参照）に当該登記済証を

添付することができないことがわかった。その際、Ａは、司法書士榛名恵に対

し、別紙 ４に記載された内容の説明を行った。このＡの説明（別紙 ４）のうち、

下線部①から③までの各説明のうち誤っているものが １つある。それを番号で指

摘し、正しい説明を第３６問答案用紙の第 １欄に記載しなさい。

問 ２　設例 １に基づき司法書士榛名恵が甲土地について令和 ７年 ７ 月 ４ 日に申請し

た登記の申請情報の内容のうち、登記の目的、登記記録の「権利者その他の事

項」欄に記録される情報及び申請人（以下「申請事項等」という。問 ３において

同じ。）、添付情報並びに登録免許税額を、司法書士榛名恵が申請した登記の順に

従って、第３６問答案用紙の第 ２欄⑴から⑶までの各欄に記載しなさい。

設例 ２　令和 ７年 ７ 月 ４ 日、司法書士榛名恵は、別紙 ５－ １ の登記がされている土地（以

下「乙土地」という。）及び別紙 ５－ ２ の登記がされている建物（以下「丙建物」と

いう。）についてＹ及び株式会社空から相談を受け、別紙 ６から別紙１0までに記載さ

れた内容の事実を聴取した。そして、同日、司法書士榛名恵は、乙土地及び丙建物の

登記申請手続に必要な全ての書類を受領した上で、登記原因証明情報を起案し、関係

当事者全員から登記の申請手続等について代理することの依頼を受けた。同日、司法

書士榛名恵は、乙土地及び丙建物について必要な登記の申請を書面申請による方法で

行った。
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摘し、正しい説明を第３６問答案用紙の第 １欄に記載しなさい。

第３７問　司法書士大谷夏希は、令和 ７年 ４月 ３日に事務所を訪れた株式会社ＳＭＩＬＥの代表

者から、別紙 １から別紙 ７までの書面のほか、登記申請に必要な書面の提示を受けて確

認を行い、別紙１１のとおり事情を聴取し、登記すべき事項や登記のための要件などを説

明した。そして、司法書士大谷夏希は、株式会社ＳＭＩＬＥの代表者から必要な登記の

申請書の作成及び登記申請の代理の依頼を受けた。

　　　　また、司法書士大谷夏希は、同年 ６月３0日に事務所を訪れた株式会社ＳＭＩＬＥの代

表者から、同年 ４月 ３日に提示を受けた書面に加え、別紙 8から別紙１0までの書面のほ

か、登記申請に必要な書面の提示を受けて確認を行い、別紙１２のとおり事情を聴取し、

登記すべき事項や登記のための要件などを説明した。そして、司法書士大谷夏希は、株

式会社ＳＭＩＬＥの代表者から必要な登記の申請書の作成及び登記申請の代理の依頼を

受けた。

　　　　司法書士大谷夏希は、これらの依頼に基づき、登記申請に必要な書面の交付を受け、

管轄登記所に対し、同年 ４月 ４日及び同年 ７月 １日にそれぞれの登記の申請をすること

とした。

　　　　以上に基づき、次の問 １から問 ５までに答えなさい。

問 １　令和 ７年 ４月 ４日に司法書士大谷夏希が申請した登記のうち、当該登記の申請書

に記載すべき登記の事由、登記すべき事項、登録免許税額並びに添付書面の名称及

び通数を第３７問答案用紙の第 １欄に記載しなさい。ただし、登録免許税額の内訳に

ついては、記載することを要しない。

問 ２　令和 ７年 ４月 ４日に司法書士大谷夏希が申請した登記に関し、司法書士大谷夏希

が別紙 １から別紙 ７までの書面及び別紙１１のとおり事情を聴取した内容のうち、登

記することができない事項（法令上登記すべき事項とされていない事項を除く。）

及びその理由を第３７問答案用紙の第 ２欄に記載しなさい。

問 ３　令和 ７年 ７月 １日に司法書士大谷夏希が申請した登記のうち、当該登記の申請書

に記載すべき登記の事由、登記すべき事項、登録免許税額並びに添付書面の名称及

び通数を第３７問答案用紙の第 ３欄に記載しなさい。ただし、登録免許税額の内訳に

ついては、記載することを要しない。
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に基づき、後記の問 １から問 ３までに答えなさい。ただし、

は、相互に関連性がない独立した事例とする。

１の登記がされている土地（以下「甲

土地」という。）について関係当事者全員から相談を受け、別紙 ２及び別紙 ３に記載

された内容の事実を聴取した。そして、同年 ７月 ４日、司法書士榛名恵は、甲土地の

登記申請手続に必要な全ての書類を受領した上で、登記原因証明情報を起案し、関係

当事者全員から登記の申請手続等について代理することの依頼を受けた。同日、司法

書面申請による方法

、司法書士榛名恵が甲土地の関係当事者全員に登記の申請の

必要書類について説明をしたところ、Ａは、甲土地の所有権の移転の登記の登記

日前橋地方法務局太田支局受付第１889

３ の ４ 参照）に当該登記済証を

添付することができないことがわかった。その際、Ａは、司法書士榛名恵に対

し、別紙 ４に記載された内容の説明を行った。このＡの説明（別紙 ４）のうち、

下線部①から③までの各説明のうち誤っているものが １つある。

に基づき、後記の問 １から問 ３までに答えなさい。ただし、

１の登記がされている土地（以下「甲

土地」という。）について関係当事者全員から相談を受け、別紙 ２及び別紙 ３に記載

された内容の事実を聴取した。そして、同年 ７月 ４日、司法書士榛名恵は、甲土地の

登記申請手続に必要な全ての書類を受領した上で、登記原因証明情報を起案し、関係

当事者全員から登記の申請手続等について代理することの依頼を受けた。同日、司法

書面申請による方法

、司法書士榛名恵が甲土地の関係当事者全員に登記の申請の

必要書類について説明をしたところ、Ａは、甲土地の所有権の移転の登記の登記
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３ の ４ 参照）に当該登記済証を

添付することができないことがわかった。その際、Ａは、司法書士榛名恵に対

し、別紙 ４に記載された内容の説明を行った。このＡの説明（別紙 ４）のうち、

下線部①から③までの各説明のうち誤っているものが １つある。

【添付情報一覧】

ア　登記原因証明情報（別紙 ３の ４ に基づき司法書士榛名恵が作成し、関係当事者

全員が記名押印したもの）

イ 登記原因証明情報（別紙 ７並びに別紙１0の １ 及び ２ に基づき賃借権の売買を対

象として司法書士榛名恵が作成し、関係当事者全員が記名押印したもの）

ウ　弁済証書（別紙 ６）

エ　登記原因証明情報（別紙 8）

オ　登記済証（平成１６年 ３ 月 9 日前橋地方法務局太田支局受付第１２２３４号のもの）

カ　登記識別情報（平成３0年 ３ 月２６日前橋地方法務局太田支局受付第１３４４４号のもの）

キ　登記識別情報（令和 ２年 8月 ３日前橋地方法務局受付第２0２9６号のもの）

ク　登記識別情報（令和 ２年 8月 ３日前橋地方法務局受付第２0２9７号のもの）

ケ　登記識別情報（令和 ２年 8月１１日前橋地方法務局受付第２0４99号のもの）

コ　登記識別情報（何某が何土地の何区何番で通知を受けたもの）

サ　印鑑に関する証明書（何某のもの）

シ　住民票の写し（何某のもの）

ス　株式会社みずさわ銀行の会社法人等番号

セ　株式会社空の会社法人等番号

ソ　Ｂの法定相続人を特定することができる戸籍の全部事項証明書、戸籍謄本、除

籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票の除票及びＥの相続放棄申述受理証明書

タ　別紙 ３の ４において申請した農地法第 ３条の許可書

チ　登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾を証する情報及び当該情報の作成

者の印鑑に関する証明書（何某のもの）

ツ　登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報及び当該情報の作成者の

印鑑に関する証明書（何某のもの）
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ス　株式会社みずさわ銀行の会社法人等番号

セ　株式会社空の会社法人等番号

問答案用紙の第 １欄に記載しなさい。ただし、登録免許税額の内訳に

問 ２　令和 ７年 ４月 ４日に司法書士大谷夏希が申請した登記に関し、司法書士大谷夏希

のとおり事情を聴取した内容のうち、

記することができない事項（法令上登記すべき事項とされていない事項を除く。）

問答案用紙の第 ２欄に記載しなさい。

問 ３　令和 ７年 ７月 １日に司法書士大谷夏希が申請した登記のうち、当該登記の申請書

登記の事由、登記すべき事項、登録免許税額並びに添付書面の名称及

問答案用紙の第 ３欄に記載しなさい。ただし、登録免許税額の内訳に

問答案用紙の第 １欄に記載しなさい。

　司法書士大谷夏希は、令和 ７年 ４月 ３日に事務所を訪れた株式会社ＳＭＩＬＥの代表

１から別紙 ７までの書面のほか、登記申請に必要な書面の提示を受けて確

のとおり事情を聴取し、登記すべき事項や登記のための要件などを説

明した。そして、司法書士大谷夏希は、株式会社ＳＭＩＬＥの代表者から必要な登記の

0日に事務所を訪れた株式会社ＳＭＩＬＥの代

から別紙

か、登記申請に必要な書面の提示を受けて確認を行い、別紙１２のとおり事情を聴取し、

登記すべき事項や登記のための要件などを説明した。そして、司法書士大谷夏希は、株

式会社ＳＭＩＬＥの代表者から必要な登記の申請書の作成及び登記申請の代理の依頼を

　　　　司法書士大谷夏希は、これらの依頼に基づき、登記申請に必要な書面の交付を受け、

管轄登記所に対し、同年 ４月 ４日及び同年 ７月 １日にそれぞれの登記の申請をすること

問 １　令和 ７年 ４月 ４日に司法書士大谷夏希が申請した登記のうち、当該登記の申請書

登記の事由、登記すべき事項、登録免許税額並びに添付書面の名称及

問答案用紙の第 １欄に記載しなさい。ただし、登録免許税額の内訳に

問答案用紙の第 １欄に記載しなさい。
セ　株式会社空の会社法人等番号

問答案用紙の第 １欄に記載しなさい。ただし、登録免許税額の内訳に

問 ２　令和 ７年 ４月 ４日に司法書士大谷夏希が申請した登記に関し、司法書士大谷夏希

のとおり事情を聴取した内容のうち、

記することができない事項（法令上登記すべき事項とされていない事項を除く。）

問 ３　令和 ７年 ７月 １日に司法書士大谷夏希が申請した登記のうち、当該登記の申請書

登記の事由、登記すべき事項、登録免許税額並びに添付書面の名称及

問答案用紙の第 ３欄に記載しなさい。ただし、登録免許税額の内訳に

問 １　令和 ７年 ４月 ４日に司法書士大谷夏希が申請した登記のうち、当該登記の申請書

登記の事由、登記すべき事項、登録免許税額並びに添付書面の名称及

問答案用紙の第 １欄に記載しなさい。ただし、登録免許税額の内訳に

　司法書士大谷夏希は、令和 ７年 ４月 ３日に事務所を訪れた株式会社ＳＭＩＬＥの代表

１から別紙 ７までの書面のほか、登記申請に必要な書面の提示を受けて確

のとおり事情を聴取し、登記すべき事項や登記のための要件などを説

明した。そして、司法書士大谷夏希は、株式会社ＳＭＩＬＥの代表者から必要な登記の

0日に事務所を訪れた株式会社ＳＭＩＬＥの代

から別紙

のとおり事情を聴取し、

登記すべき事項や登記のための要件などを説明した。そして、司法書士大谷夏希は、株

式会社ＳＭＩＬＥの代表者から必要な登記の申請書の作成及び登記申請の代理の依頼を

　　　　司法書士大谷夏希は、これらの依頼に基づき、登記申請に必要な書面の交付を受け、

管轄登記所に対し、同年 ４月 ４日及び同年 ７月 １日にそれぞれの登記の申請をすること

問 １　令和 ７年 ４月 ４日に司法書士大谷夏希が申請した登記のうち、当該登記の申請書

別紙 1

【令和 7 年 4 月 3 日現在の株式会社ＳＭＩＬＥの登記記録の抜粋】

商　号 株式会社ＳＭＩＬＥ

本　店 横浜市南区山ゆり町10番地

公告をする方法 官報に掲載してする。

会社成立の年月日 平成22年11月11日

目　的 1 ．スポーツ用品の製造及び販売

2 ．前号に附帯する一切の事業

発行可能株式総数 2 万株

発行済株式の総数

並びに種類及び数

発行済株式の総数

　　 1 万2000株

各種の株式の数

　　普通株式　　 1 万株

　　甲種類株式　1000株

　　乙種類株式　1000株

資本金の額 金6000万円

発行可能種類株式総数

及び発行する各種類の株

式の内容

普通株式　　 2 万株

甲種類株式　1000株

乙種類株式　1000株

1 ． 甲種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役

4 名、監査役 1 名を選任することができる。

2 ． 乙種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役

2 名を選任することができる。

3 ． 乙種類株主は、株主総会において議決権を有しない。

4 ． 法令に別段の定めがある場合を除き、当会社が会社法第322

条第 1 項各号に掲げる行為をする場合においても、甲種類

株主を構成員とする種類株主総会の決議及び乙種類株主を

構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
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（別紙 ３の ４ に基づき司法書士榛名恵が作成し、関係当事者

の １及び ２に基づき賃借権の売買を対

象として司法書士榛名恵が作成し、関係当事者全員が記名押印したもの）

１２２３４

日前橋地方法務局太田支局受付第

9６号のもの）

9７号のもの）

99号のもの）

コ　登記識別情報（何某が何土地の何区何番で通知を受けたもの）

（別紙 ３の ４ に基づき司法書士榛名恵が作成し、関係当事者

の １及び ２に基づき賃借権の売買を対

象として司法書士榛名恵が作成し、関係当事者全員が記名押印したもの）

１２２３４

１３４４４

号のもの）

号のもの）

99号のもの）

別紙 1　甲土地の登記事項証明書（抜粋）

表　題　部　（土地の表示） 調製 【略】 不動産番号 【略】

地図番号 余白 筆界特定 余白

所　　在 太田市太田 余白

①　地　番 ②　地　目 ③　地　積　　　　 ㎡ 原因及びその日付〔登記の日付〕

1381番 1 畑 480 余白

権　利　部 （ 甲 区 ）（ 所 有 権 に 関 す る 事 項 ）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

1 所有権移転 平成 7年 4月27日
第18895号

原因　平成 6年 7月16日相続
所有者　太田市太田1333番地 5
　Ａ

2 所有権一部移転 平成16年 3 月 9 日
第12234号

原因　平成16年 3 月 9 日贈与
共有者　太田市太田1333番地 5
持分 2分の 1
　Ｂ

3 条件付共有者全員持
分全部移転仮登記

平成30年 3 月26日
第13444号

原因　平成30年 3 月26日売買（条件　農地法第
3条の許可）
権利者　太田市宝町227番地 3
　Ｃ

余白 余白 余白

　これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。ただし、登記記録の

乙区に記録されている事項はない。

　令和 7年 6月 6日

　前橋地方法務局太田支局 登記官　山　　本　　省　　吾　印
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　Ｃ

余白 余白 余白

1 ． 甲種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役

4 名、監査役 1 名を選任することができる。

2 ． 乙種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役

3 ． 乙種類株主は、株主総会において議決権を有しない。

4 ． 法令に別段の定めがある場合を除き、当会社が会社法第322

条第 1 項各号に掲げる行為をする場合においても、甲種類

株主を構成員とする種類株主総会の決議及び乙種類株主を

構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

余白 余白 余白

1 ． 甲種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役

4 名、監査役 1 名を選任することができる。

2 ． 乙種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役

3 ． 乙種類株主は、株主総会において議決権を有しない。

4 ． 法令に別段の定めがある場合を除き、当会社が会社法第322

条第 1 項各号に掲げる行為をする場合においても、甲種類

株主を構成員とする種類株主総会の決議及び乙種類株主を

構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

5 ． 乙種類株主は、当会社に対し乙種類株式の取得を請求する

ことができる。当会社は、乙種類株式 1 株の取得と引換え

に、その対価として普通株式 2 株を交付する。

株式の譲渡制限に関す

る規定

当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受

けなければならない。

役員に関する事項 取締役　Ａ 令和 5 年 6 月29日重任

取締役　Ｂ 令和 5 年 6 月29日重任

取締役　Ｃ 令和 6 年 6 月30日重任

取締役　Ｄ 令和 6 年 6 月30日重任

取締役　Ｅ 令和 6 年 6 月30日重任

取締役　Ｆ 令和 6 年 6 月30日就任

横浜市中区上町 1 番地

代表取締役　Ａ

令和 5 年 6 月29日重任

さいたま市北区中央 9 番 9 号

代表取締役　Ｄ

令和 6 年 6 月30日就任

監査役　Ｇ 令和 3 年 6 月27日重任

会計監査人　横浜ＳＴＡＲ監

査法人

令和 6 年 6 月30日重任

支　店 1

東京都中央区さくら町 7 番 1 号

取締役会設置会社に関

する事項

取締役会設置会社

監査役設置会社に関す

る事項

監査役設置会社

会計監査人設置会社に

関する事項

会計監査人設置会社

別紙 1

【令和 7 年 4 月 3 日現在の株式会社ＳＭＩＬＥの登記記録の抜粋】

商　号 株式会社ＳＭＩＬＥ

本　店 横浜市南区山ゆり町10番地

公告をする方法 官報に掲載してする。

会社成立の年月日 平成22年11月11日

目　的 1 ．スポーツ用品の製造及び販売

2 ．前号に附帯する一切の事業

発行可能株式総数 2 万株

発行済株式の総数

並びに種類及び数

発行済株式の総数

　　 1 万2000株

各種の株式の数

　　普通株式　　 1 万株

　　甲種類株式　1000株

　　乙種類株式　1000株

資本金の額 金6000万円

発行可能種類株式総数

及び発行する各種類の株

式の内容

普通株式　　 2 万株

甲種類株式　1000株

乙種類株式　1000株

1 ． 甲種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役

4 名、監査役 1 名を選任することができる。

2 ． 乙種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役

2 名を選任することができる。

3 ． 乙種類株主は、株主総会において議決権を有しない。

4 ． 法令に別段の定めがある場合を除き、当会社が会社法第322

条第 1 項各号に掲げる行為をする場合においても、甲種類

株主を構成員とする種類株主総会の決議及び乙種類株主を

構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
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原因及びその日付〔登記の日付〕

権 利 者 そ の 他 の 事 項

原因　平成 6年 7月16日相続
所有者　太田市太田1333番地 5

原因　平成16年 3 月 9 日贈与
共有者　太田市太田1333番地 5

原因　平成30年 3 月26日売買（条件　農地法第

権利者　太田市宝町227番地 3

原因及びその日付〔登記の日付〕

権 利 者 そ の 他 の 事 項

原因　平成 6年 7月16日相続
所有者　太田市太田1333番地 5

原因　平成16年 3 月 9 日贈与
共有者　太田市太田1333番地 5

原因　平成30年 3 月26日売買（条件　農地法第

権利者　太田市宝町227番地 3

Ｇ
出生　平成11年３月18日

Ｈ
出生　平成14年2月11日

Ｉ
出生　平成16年１月２日

Ｂ
出生　昭和18年３月４日
死亡　令和５年７月１日

Ｄ
出生　昭和20年５月１日

注：二重線は婚姻関係を示しており、一本線は親子関係を示している。

Ｅ
出生　昭和47年12月５日

Ｆ
出生　昭和50年12月６日
死亡　平成29年２月８日

別紙 2　Ｂの親族関係図
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5 ． 乙種類株主は、当会社に対し乙種類株式の取得を請求する

ことができる。当会社は、乙種類株式 1 株の取得と引換え

に、その対価として普通株式 2 株を交付する。

当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受

令和 5 年 6 月29日重任

令和 5 年 6 月29日重任

令和 6 年 6 月30日重任

令和 6 年 6 月30日重任

令和 6 年 6 月30日重任

令和 6 年 6 月30日就任

令和 5 年 6 月29日重任

令和 6 年 6 月30日就任

令和 3 年 6 月27日重任

令和 6 年 6 月30日重任

出生　昭和20年５月１日 死亡　平成29年２月８日

令和 6 年 6 月30日重任

5 ． 乙種類株主は、当会社に対し乙種類株式の取得を請求する

ことができる。当会社は、乙種類株式 1 株の取得と引換え

に、その対価として普通株式 2 株を交付する。

当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受

令和 5 年 6 月29日重任

令和 5 年 6 月29日重任

令和 6 年 6 月30日重任

令和 6 年 6 月30日重任

令和 6 年 6 月30日重任

令和 6 年 6 月30日就任

令和 5 年 6 月29日重任

令和 6 年 6 月30日就任

令和 3 年 6 月27日重任

令和 6 年 6 月30日重任

別紙 3

【令和 7 年 3 月10日開催の株式会社ＳＭＩＬＥの臨時株主総会における議事の概要】

［決議事項］

第 1 号議案　募集株式発行の件

　 　下記の要領で募集株式を発行する旨が諮られ、出席株主全員の一致をもって可決承認

された。

記

1 ．募集株式の種類及び数　　普通株式　6,500株

2 ．募集株式の払込金額　　　 1 株につき金 1 万円

3 ．現物出資をする者の氏名、財産の内容及び価額

　　氏名　Ｄ

　　財産の内容　Ｄの当会社に対する令和 4 年 4 月 1 日付貸付金5,000万円

　　　　　　　　（弁済期令和 7 年 2 月28日）この価額　金5,000万円

　　氏名　Ｅ

　　財産の内容　Ｅの当会社に対する令和 6 年 2 月 1 日付貸付金2,500万円のうち

　　　　　　　　金1,500万円

　　　　　　　　（弁済期令和 7 年 2 月28日）この価額　金1,500万円

4 ．現物出資財産の給付期日　令和 7 年 3 月10日

5 ．募集株式の発行により増加する資本金の額　金4,000万円

6 ．募集株式の発行により増加する資本準備金の額

　　　資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額

7 ．募集方法

　　　Ｄが5,000株、Ｅが1,500株を引き受ける総数引受契約による。

第 2 号議案　総数引受契約の承認の件

　前号議案で決議された募集株式の発行について、Ｄが5,000株、Ｅが1,500株を引き受ける

総数引受契約を承認する旨が諮られ、出席株主全員の一致をもって可決承認された。

第 29条　取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までとする。

2  　監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までとする。

（事業年度）

第33条　当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月31日までとする。

（その他）

第36条　この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令の定めるところによる。
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出生　平成11年３月18日

出生　平成14年2月11日

出生　平成16年１月２日

出生　平成11年３月18日

出生　平成14年2月11日

出生　平成16年１月２日

別紙 5－ 1　乙土地の登記事項証明書（抜粋）

表　題　部　（土地の表示） 調製 【略】 不動産番号 【略】

地図番号 余白 筆界特定 余白

所　　在 前橋市大手町一丁目 余白

①　地　番 ②　地　目 ③　地　積　　　　 ㎡ 原因及びその日付〔登記の日付〕

26番12 宅地 145 55 余白

権　利　部 （ 甲 区 ）（ 所 有 権 に 関 す る 事 項 ）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

1 所有権移転 平成 7年 4月27日
第18895号

原因　平成 6年 7月16日相続
所有者　前橋市大手町二丁目 1番 1号
　Ｘ

権　利　部 （ 乙 区 ）（ 所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項 ）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

1 賃借権設定 令和 2年 8月 3日
第20296号

原因　令和 2年 8月 3日設定
目的　建物所有
賃料　 1月 2万4,000円
支払時期　毎月末日
存続期間　令和 2年 8月 3日から50年
敷金　金760万円
特約　借地借家法第22条第 1項の特約
賃借権者　前橋市大手町一丁目26番12号
　Ｙ

2

付記 1号

抵当権設定 令和 2年 8月 3日
第20297号

原 因　令和 2 年 8 月 3 日賃貸借契約の敷金返還
請求権同日設定

債権額　金760万円
損害金　年14％
債務者　前橋市大手町二丁目 1番 1号
　Ｘ
抵当権者　前橋市大手町一丁目26番12号
　Ｙ

2 番抵当権の債権質
入

令和 2年 8月11日
第20499号

原 因　令和 2 年 8 月 3 日金銭消費貸借令和 2 年
8月11日設定

債権額　金760万円
利　息　年 3・ 5％
損害金　年14％
債務者　前橋市大手町一丁目26番12号
　Ｙ
質権者　渋川市石原100番地
　株式会社渋川銀行

　これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。

　令和 7年 7月 1日

　前橋地方法務局 登記官　紅　　山　　美　　怜　印

別紙 4　Ａが司法書士榛名恵に説明した内容

　私は甲土地の登記済証を紛失してしまいましたので、甲土地の所有権の移転の登記を申

請する際に必要となる登記済証を添付することができません。そこで、私は、登記済証を

紛失した場合の登記の申請方法を自分で調べたのですが、これに誤りはありませんか。

　「登記済証を添付せずに、甲土地の所有権の移転の登記の申請（以下「本件申請」とい

う。）をしたときは、登記官から私に対して事前通知がされることとなります。①また、事

前通知がされるのみならず、私の前の住所である太田市太田1333番地 5 に宛てて、本件申

請があった旨の通知もされることとなります。②私が、事前通知が発送された日から 2 週

間以内に本件申請の内容が真実である旨の申出をしなかった場合には、本件申請は、却下

されます。

　ただし、登記官が、登記の申請の代理を業とする資格者から私の本人確認情報の提供を

受け、その本人確認情報の内容を相当と認めるときは、事前通知がされません。

　最後に、本件申請を司法書士が代理申請する場合において、その代理権限を証する情報

について、公証人から私が本件申請の登記義務者であることを確認するために必要な認証

がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるときも、事前通知がされません。③ただ

し、登記官がその内容を相当と認めない場合には、本件申請は、直ちに却下されます。」

─ 45 ─

支払時期　毎月末日
存続期間　令和 2年 8月 3日から50年

　　　　　　　　（弁済期令和 7 年 2 月28日）この価額　金1,500万円

　　　資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額

　　　Ｄが5,000株、Ｅが1,500株を引き受ける総数引受契約による。

　前号議案で決議された募集株式の発行について、Ｄが5,000株、Ｅが1,500株を引き受ける

総数引受契約を承認する旨が諮られ、出席株主全員の一致をもって可決承認された。

【令和 7 年 3 月10日開催の株式会社ＳＭＩＬＥの臨時株主総会における議事の概要】

　 　下記の要領で募集株式を発行する旨が諮られ、出席株主全員の一致をもって可決承認

　　財産の内容　Ｄの当会社に対する令和 4 年 4 月 1 日付貸付金5,000万円

　　　　　　　　（弁済期令和 7 年 2 月28日）この価額　金5,000万円

　　財産の内容　Ｅの当会社に対する令和 6 年 2 月 1 日付貸付金2,500万円のうち

　　　　　　　　（弁済期令和 7 年 2 月28日）この価額　金1,500万円

存続期間　令和 2年 8月 3日から50年

　　　　　　　　（弁済期令和 7 年 2 月28日）この価額　金1,500万円

　　　Ｄが5,000株、Ｅが1,500株を引き受ける総数引受契約による。

　前号議案で決議された募集株式の発行について、Ｄが5,000株、Ｅが1,500株を引き受ける

総数引受契約を承認する旨が諮られ、出席株主全員の一致をもって可決承認された。

　　財産の内容　Ｅの当会社に対する令和 6 年 2 月 1 日付貸付金2,500万円のうち

　　　　　　　　（弁済期令和 7 年 2 月28日）この価額　金1,500万円

【令和 7 年 3 月10日開催の株式会社ＳＭＩＬＥの臨時株主総会における議事の概要】

　 　下記の要領で募集株式を発行する旨が諮られ、出席株主全員の一致をもって可決承認

　　財産の内容　Ｄの当会社に対する令和 4 年 4 月 1 日付貸付金5,000万円

　　　　　　　　（弁済期令和 7 年 2 月28日）この価額　金5,000万円

別紙 4

【株式会社ＳＭＩＬＥの令和 7年 3月 9日現在の株主名簿の抜粋】

氏名又は名称 株式の種類及び数

普通株式 甲種類株式 乙種類株式

1 Ａ 5500株　  700株　

2 株式会社ＳＭＩＬＥ

（自己株式）

2000株

3 株式会社ＳＵＮ  500株　

4 Ｃ 2000株　 1000株　

5 Ｄ

別紙 5

　株主の住所及び株式の取得年月日は省略。また、登録株式質権者は存在しない。

株式総数引受契約書

　株式会社ＳＭＩＬＥと株式引受人Ｄ及びＥとは、令和 7 年 3 月10日開催の臨時株主総会

の決議に基づき株式会社ＳＭＩＬＥが発行する下記内容の募集株式について、Ｄが5,000株、

Ｅが1,500株の引受けを行う総数引受契約を締結した。

令和 7年 3月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜市南区山ゆり町10番地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ＳＭＩＬＥ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　Ｄ　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　株式引受人　（住所　略）　Ｄ　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　株式引受人　（住所　略）　Ｅ　　㊞

記

　　 1．募集株式の数　　　　　　普通株式　6,500株

　　 2．募集株式の払込金額　　　 1株につき金 1万円

　　 3．現物出資財産の給付期日　令和 7年 3月10日

（以下略）
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原因及びその日付〔登記の日付〕

権 利 者 そ の 他 の 事 項

原因　平成 6年 7月16日相続
所有者　前橋市大手町二丁目 1番 1号

権　利　部 （ 乙 区 ）（ 所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項 ）

権 利 者 そ の 他 の 事 項

原因　令和 2年 8月 3日設定

賃料　 1月 2万4,000円

原因及びその日付〔登記の日付〕

権 利 者 そ の 他 の 事 項

原因　平成 6年 7月16日相続
所有者　前橋市大手町二丁目 1番 1号

権　利　部 （ 乙 区 ）（ 所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項 ）

権 利 者 そ の 他 の 事 項

原因　令和 2年 8月 3日設定

別紙 7 　売買契約書

売買契約書

令和 7 年 7 月 1 日

売主　前橋市大手町一丁目26番12号

Ｙ　　　　　　　　　　㊞

買主　前橋市大手町二丁目 3 番 1 号　

株式会社空

代表取締役　Ｚ　　　　　㊞

（売買契約）

第 1 条 　売主は、買主に対し、定期借地権付の下記建物を金1,200万円で売り渡し、本日、

買主はこれを買い受けた。

（代金の支払）

第 2 条　買主は、売主に対し、令和 7 年 7 月 4 日限り、上記売買代金を支払う。

　 2 　 　本件定期借地権付建物の所有権及び定期借地権は、買主が上記売買代金を支払い、

売主がこれを受領した時に、売主から買主に移転する。

（所有権移転登記等）

第 3 条 　本契約による本件建物の所有権の移転の登記及び定期借地権の移転の登記の手続

は、上記売買代金の支払後、直ちに行う。

（敷金）

第 4 条 　買主は第 2 条の売買代金の支払と同時に、売主のＸに対する敷金返還請求権を譲

り受け、売主に対し売買代金のほか金760万円を支払う。

　 2 　　買主と売主は、前項の代金の支払後、直ちに必要な登記手続を行う。

【中略】

不動産の表示

　　　　前橋市大手町一丁目26番地12　

　　　　家屋番号　26番12　　　　　　の建物

売主がこれを受領した時に、売主から買主に移転する。

（所有権移転登記等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　株式引受人　（住所　略）　Ｄ　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　株式引受人　（住所　略）　Ｅ　　㊞

支払時期　毎月末日
存続期間　令和 2年 8月 3日から50年

株式の種類及び数

普通株式 甲種類株式 乙種類株式

5500株　  700株　

存続期間　令和 2年 8月 3日から50年存続期間　令和 2年 8月 3日から50年（所有権移転登記等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　株式引受人　（住所　略）　Ｄ　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　株式引受人　（住所　略）　Ｅ　　㊞

株式の種類及び数

普通株式 甲種類株式 乙種類株式

存続期間　令和 2年 8月 3日から50年

別紙 6

別紙 7

証明書

　令和 7 年 3 月10日開催の株主総会において決議された募集株式の発行に関し、出資され

た財産の価額が相当であることを証明します。 

　　 令和 7年 3月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税理士　　　Ｇ　　㊞

株式会社ＳＭＩＬＥ　御中

［決議事項］

第 1号議案　取締役解任の件

第 2号議案　取締役選任の件

をもって可決承認された。

　　　　取締役　Ｈ

別紙 4

【株式会社ＳＭＩＬＥの令和 7年 3月 9日現在の株主名簿の抜粋】

氏名又は名称 株式の種類及び数

普通株式 甲種類株式 乙種類株式

1 Ａ 5500株　  700株　

2 株式会社ＳＭＩＬＥ

（自己株式）

2000株

3 株式会社ＳＵＮ  500株　

4 Ｃ 2000株　 1000株　

5 Ｄ  300株　

別紙 5

　株主の住所及び株式の取得年月日は省略。また、登録株式質権者は存在しない。

株式総数引受契約書

　株式会社ＳＭＩＬＥと株式引受人Ｄ及びＥとは、令和 7 年 3 月10日開催の臨時株主総会

の決議に基づき株式会社ＳＭＩＬＥが発行する下記内容の募集株式について、Ｄが5,000株、

Ｅが1,500株の引受けを行う総数引受契約を締結した。

令和 7年 3月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜市南区山ゆり町10番地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ＳＭＩＬＥ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　Ｄ　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　株式引受人　（住所　略）　Ｄ　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　株式引受人　（住所　略）　Ｅ　　㊞

記

　　 1．募集株式の数　　　　　　普通株式　6,500株

　　 2．募集株式の払込金額　　　 1株につき金 1万円

　　 3．現物出資財産の給付期日　令和 7年 3月10日

（以下略）

AQ－B─ 63 ─

売主　前橋市大手町一丁目26番12号

Ｙ　　　　　　　　　　㊞

買主　前橋市大手町二丁目 3 番 1 号　

株式会社空

代表取締役　Ｚ　　　　　㊞

第 1 条 　売主は、買主に対し、定期借地権付の下記建物を金1,200万円で売り渡し、本日、

第 2 条　買主は、売主に対し、令和 7 年 7 月 4 日限り、上記売買代金を支払う。

　 2 　 　本件定期借地権付建物の所有権及び定期借地権は、買主が上記売買代金を支払い、

売主　前橋市大手町一丁目26番12号

Ｙ　　　　　　　　　　㊞

買主　前橋市大手町二丁目 3 番 1 号　

株式会社空

代表取締役　Ｚ　　　　　㊞

第 1 条 　売主は、買主に対し、定期借地権付の下記建物を金1,200万円で売り渡し、本日、

第 2 条　買主は、売主に対し、令和 7 年 7 月 4 日限り、上記売買代金を支払う。

　 2 　 　本件定期借地権付建物の所有権及び定期借地権は、買主が上記売買代金を支払い、

別紙 9 － 1 　株式会社空の履歴事項証明書（抜粋）

会社法人等番号 【省略】

商　号 株式会社空

本　店 群馬県前橋市大手町二丁目 3 番 1 号

会社成立の年月日 令和 7 年 5 月12日

役員に関する事項 取締役　　Ｙ

取締役　　Ｚ

群馬県前橋市大手町二丁目 3 番 1 号

代表取締役　Ｚ

登記記録に関する事項
設立

令和 7 年 5 月12日登記

別紙 9 － 2 　株式会社みずさわ銀行の履歴事項証明書（抜粋）

会社法人等番号 【省略】

商　号 株式会社渋川銀行

株式会社みずさわ銀行

本　店 群馬県渋川市石原100番地

役員に関する事項 東京都文京区目白台一丁目21番 5 号

代表取締役　Ｍ

吸収合併 令和 6 年10月31日群馬県渋川市伊香保町水沢800番地株式会社み

ずさわ銀行を合併

取締役会設置会社に関

する事項

取締役会設置会社

別紙 8 　登記原因証明情報

登記原因証明情報

1 　登記申請情報の要項

　⑴　登記の目的　　　【略】

　⑵　登記の原因　　　【略】

　⑶　当事者　　　　　【略】

　⑷　不動産の表示　　所　　在　前橋市大手町一丁目

　　　　　　　　　　　地　　番　26番12

　　　　　　　　　　　地　　目　宅地

　　　　　　　　　　　地　　積　145.55㎡

2 　登記の原因となる事実又は法律行為

　⑴　 令和 7 年 7 月 4 日、Ｙは、株式会社空に対し、以下の抵当権の表示に掲げる抵当権

の被担保債権である敷金返還請求権の全部を譲渡し、株式会社空は、これを譲り受

けた。

　⑵　同日、Ｘは、上記⑴の債権譲渡を承諾した。

　⑶　よって、同日、下記抵当権は、Ｙから株式会社空に移転した。

　　抵当権の表示

　　令和 2 年 8 月 3 日前橋地方法務局受付第20297号登記済の抵当権

令和 7 年 7 月 4 日

　　前橋地方法務局　御中

上記の登記原因のとおり相違ありません。

譲渡人　前橋市大手町一丁目26番12号

　　　　　Ｙ　　　　　　　　　　㊞

譲受人　前橋市大手町二丁目 3 番 1 号　

　　　　　株式会社空　　　　　　　　

　　　　代表取締役　Ｚ　　　　　㊞

AQ－B─ 51 ─

AQ－B

　令和 7 年 3 月10日開催の株主総会において決議された募集株式の発行に関し、出資され

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税理士　　　Ｇ　　㊞

商　号 株式会社渋川銀行

株式会社みずさわ銀行

本　店 群馬県渋川市石原100番地

役員に関する事項 東京都文京区目白台一丁目21番 5 号

代表取締役　Ｍ

吸収合併 令和 6 年10月31日群馬県渋川市伊香保町水沢800番地株式会社み

ずさわ銀行を合併

取締役会設置会社に関

する事項

取締役会設置会社

AQ－B─ 51 ─

　令和 7 年 3 月10日開催の株主総会において決議された募集株式の発行に関し、出資され

別紙 9

【令和 7年 6月26日開催の株式会社ＳＭＩＬＥの取締役会における議事の概要】

別紙10

第 1 号議案　代表取締役選定の件

　代表取締役を選定することが諮られ、出席取締役全員の一致をもって下記のとおり選定

することを可決承認した。なお、被選定者は、席上就任を承諾した。

　　　東京都品川区さつき町 8番地　　代表取締役　Ｅ

第 2号議案　支配人選任の件

　当会社の東京支店（東京都中央区さくら町 7番 1 号）に置く支配人の選任に関する事項

の決定を取締役Ｄに委任することが諮られ、出席取締役全員の一致をもってこれを可決承

認した。

登記事項証明書

後見開始の裁判　　

　【裁　判　所】横浜家庭裁判所

　【事件の表示】令和 7年（家）第○○○○号

　【裁判の確定日】令和 7年 6月 3日

　【登記年月日】令和 7年 6月 9日

　【登記番号】第2025－××××号

成年被後見人

　【氏　　名】Ｂ

　【生年月日】昭和15年 1 月 1 日

　【住　　所】（略）

　【本　　籍】（略）

成年後見人

　【氏　　名】大谷夏希

（以下略）

後　見

AQ－B─ 66 ─

13 14

受講生フォロー

松本講師は、記述式の解法について、次の２冊（不動産登記・商業登記それぞれ１冊ずつ）の著書を執筆して
います。
①リアリスティック不動産登記法 記述式（日本実業出版社刊）
②リアリスティック商業登記法 記述式（日本実業出版社刊）
これらはいずれも、いかに速く、いかに正確に記述式問題を解くかをテーマに書かれており、書き忘れ、勘違
いを減らし、合格基準点を超えるためのノウハウが詳細に解説されています。
本講座では、これら２冊の著書を使用して、著者である松本講師自身が記述式の解法を徹底指導しますので、
記述式の対策も万全です。
※「リアリスティック不動産登記法 記述式」、「リアリスティック商業登記法 記述式」は、記述式の講義にお

いて使用します。
※「リアリスティック不動産登記法 記述式」、「リアリスティック商業登記法 記述式」は、各自でご用意ください。

本講座を全科目一括（またはそれを含むパック）でご購入いただいた方には、「リアリスティック不動産登記
法 記述式」「リアリスティック商業登記法 記述式」をプレゼントいたします。

司法書士試験においては、記述式の各解答欄の配点や採点の方法が全く公表されていません（ただし、択一式の基準点に達して記
述式答案の採点がなされた受験生に対しては、記述式の得点が通知されます）。
辰已法律研究所では、受験生の皆様に法務省への答案開示請求をしていただき、開示された答案（開示答案）を集めて、松本講師
による分析を行っています。
開示答案とは…受験生が実際に試験において提出した答案のコピーで、採点処理がなされる前の解答のみが書かれた答案です。
多数の開示答案が集まれば（実際、2024 年度の答案は 159 人分が集まりました）、これと、各受験生の成績表にある記述式の得点
を照合することにより、採点基準を推測することができます。

松本講師の分析によって、記述式の採点基準がかなり明らかになってきました。
採点基準と聞くと、試験後に自分のおおよその得点を推測できるだけだと思う方もいるかもしれませんが、推測採点基準を知るこ
との真の威力はそのようなものではありません。
推測採点基準を知れば、点数のつき易い解答の仕方で本試験答案を書いてくることができますし、配点が分かれば、時間切れにな
りそうなときに配点の高い部分の解答だけを書いてくることもできます。つまり、同じ実力をもった受験者でも、推測採点基準を知っ
ているか否かで記述式の得点に大きな違いが出てくることになるのです。

なお、次のいずれかの場合には「推測採点基準」の配付を行いませんので、あらかじめご了承願います。
・記述式の採点基準を法務省が公表した場合
・開示制度の変更等により開示答案の募集が行えなくなった場合
・司法書士試験の成績通知が行われなくなった場合

本講座では、松本講師の分析にかかる「推測採点基準」を司法書士試験の直前期に（速習コース受講者は 2026 年直前期、ロングスタディコー
ス受講者は 2027 年直前期）、受講者の皆様にご提供します（全科目一括またはそれを含むコース購入者限定）。
提供方法：受講者特典マイページ（P.16 〜 17 参照）に PDF ファイルで掲載します。

記述式の解法について２冊の著書をもつ松本講師が一貫した考え方に基づく『リアリスティック式解法』を徹底指導

本講座独自のアイテム、松本講師分析による「推測採点基準」を提供

開示答案

成績通知
推測採点基準 記述式対策に使用

記述式には十分な対策が必要
右に掲載したのは、2025 年度司法書士試験記述式問
題のごく一部です（実際には、記述式だけで問題文
が 37 ページありました）。記述式問題では、このよ
うな多数の書面から事案を読み解き、登記の申請書
の記載事項などを解答しなければなりません。

複雑な事案を読み解く方法が合否のカギを握る複雑な事案を読み解く方法が合否のカギを握る

24時間対応。講座に関する質問なら何でもOKです。

質問受付システム

本講座では、講義内容や勉強方法に関して、本講座専用の質問制度をご用意しています。
質問は全て自動的に松本講師宛てにも届き、松本講師も全ての質問に目を通しています。回答はスタッフから
メールでお送りします。
以下のような質問を受け付けます。

  ■講義内容や勉強方法に関するご質問
  ■講義の視聴方法等、講座に関する質問やご要望

※受付方法は、講座申込者に別途ご案内いたします。
※回答は、原則として2〜3日程度で返信いたします。ご質問の内容によっては精査しさらに数日お時間をいただく場合もござ

います。ご了承ください。
※以下のような行為があった場合、質問の制限をする場合もございます。
・一人で連続して多数の質問をする行為
・同じ内容の質問を繰り返す行為
・講座内容に関係のない質問
・他の講座や教材に関する質問

11

22

33

勉強内容以外でもきっちりフォローします！
本講座には「質問受付システム」を使った学習内容に関する充実した質問制度があります。

でも、受験勉強を続ける上では学習内容以外のことについて次のような悩みを持たれる方も多いことでしょう。

「LIVE講義全部に出席するのは難しいけれど、どうすればいいだろう」
「仕事をしながら勉強時間を確保するにはどうしたらいいだろう」
「通信部で一人で勉強していると、他の人がどれくらい勉強しているのか気になる」
「7月の筆記試験後にも念のため勉強を継続したいので、試験後の講座のことが知りたい」etc.

このような受験環境に関する様々な悩みについて辰已スタッフがご相談に応じます。

対　象　者：リアリスティック一発合格松本基礎講座受講者（通学部または通信部（DVD・WEB）受講者。科目別受講者を含む。）
ご利用方法：上記の質問受付システムからご相談ください。折り返し、クラスマネージャーから回答いたします。

講座専用クラスマネージャー

受講生
限定

相談
無料

受講生
限定

相談
無料

到達度確認のためのテストを実施！

リアリスティック中間テスト 全科目一括
受講者限定

受験
無料

講座進行中に学習の到達度確認のためのテストを実施します。
科目の終了後に択一式35問を出題（全4回）。
成績はWEB上ですぐに確認できます。
実施方法：受講者特典マイページ上で実施（WEB限定。P.12参照）。
問題はPDF形式。解答はWEBのフォームに入力。

実施科目（実施時期）：
１．民法（民法の講義終了後※）
２．不動産登記法（不動産登記法の講義終了後※）
３．会社法・商業登記法
　（会社法・商業登記法の講義終了後※）
４．マイナー科目（全科目の講義終了後※）

※速習コースは LIVE 講義日が基準。
　ロングスタディコースは WEB スクール配信日が基準。
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速習コース スケジュール 速習コース スケジュール

全国総合模試スケジュール

受講者特典マイページ受講者特典マイページ受講者特典マイページ受講者特典マイページ受講者特典マイページ受講者特典マイページ（辰已HP上）（辰已HP上）（辰已HP上）
講座を受講中の方が特典として動画の視聴や音声講座を受講中の方が特典として動画の視聴や音声講座を受講中の方が特典として動画の視聴や音声
ダウンロードをするためのページです。ダウンロードをするためのページです。ダウンロードをするためのページです。

●講義音声ダウンロードサービス
ご自分の（MP3	対応の）ポータブルプレイヤーに、講義の音声データをダウ
ンロードできます。

対象：リアリスティック一発合格松本基礎講座全科目一括受講生（通学部・
通信部）
LIVE講義の7日後から2026年筆記試験日までダウンロード可能です。

●通学部生のWEBフォロー
通学部申込の方も、WEBで講義が視聴できます。欠席してしまった場合や
もう一度講義を聴きたい場合にご利用ください。

対象：リアリスティック一発合格松本基礎講座全科目一括受講生（通学部）
LIVE講義の2日または3日後から2026年筆記試験日まで視聴可能です。

■ 配信開始日・発送日以降のお申込みも受け付けます。
既に発送日が経過した回の教材については、次回発送
日に一括発送いたします。

■ 表記載の各発送日は、各発送日の 5 日前までのお申
し込みに適用されるものです。

■ 最終申込締切日は 2026 年 2月28日（土）です（WEB・
DVD 共通）。

■ WEB スクール、受講者特典マイページの視聴期限は
2026 年 7 月 5 日（日）です。

※ WEB スクール受講者への教材送付について
テキスト、記述式教材は現物発送。ページ数の少ないレ
ジュメについては、視聴ページにて PDF の閲覧・ダウン
ロードとなります。なお、板書図はございません。

本編 ※LIVEは途中で15分程度の休憩が入ります。日曜LIVEは原則２コマです。

回数 科目 WEBスクール DVD
日曜 木曜 配信日程 発送日

①12:00-15:15 18:45-22:00
科目別講義 記述講義 ②16:15-19:30

106 供託法・司法書士法1 2/1(日) 2/3(火) 2/12(木)
107 供託法・司法書士法2 （①＋②） 2/4(水)
108 記述式 応用編4 2/5(木) 2/7(土) 2/26(木)
109 供託法・司法書士法3 2/8(日) 2/10(火)
110 供託法・司法書士法4 （①＋②） 2/11(水)
111 供託法・司法書士法5 2/15(日) 2/17(火)
112 刑法1 （①＋②） 2/18(水)
113 記述式 応用編5 2/19(木) 2/21(土) 3/12(木)
114 刑法2 2/22(日) 2/24(火)
115 刑法3 （①＋②） 2/25(水)
116 記述式 応用編6 2/26(木) 2/28(土)
117 刑法4 3/1(日) 3/3(火)
118 刑法5 （①＋②） 3/4(水)
119 記述式 応用編7 3/5(木) 3/7(土) 3/26(木)
120 刑法6 3/8(日) 3/10(火)
121 刑法7 （①＋②） 3/11(水)
122 記述式 応用編8 3/12(木) 3/14(土)
123 憲法1 3/15(日) 3/17(火)
124 憲法2 （①＋②） 3/18(水)
125 記述式 応用編9 3/19(木) 3/21(土) 4/9(木)
126 憲法3 3/22(日) 3/24(火)
127 憲法4 （①＋②） 3/25(水)
128 記述式 応用編10 3/26(木) 3/28(土)
129 憲法5 3/29(日) 3/31(火)
130 憲法6 （①＋②） 4/1(水)

通学部（LIVE）

回数 担当講師 東京本校 WEBスクール DVD
解説講義 解説講義

受講者特典マイページ 教材発送日 配信開始 発送日
A日程 B日程 配信開始

1 6/6(土) 6/7(日) 6/6(土) 5/25(月) 5/27(水) 5/25(月)
2 6/13(土) 6/14(日) 6/13(土) 6/1(月) 6/3(水) 6/1(月)

着席時刻 9:00 9:00
指定時刻 9:15 9:15

午前の部 試験時間 9:30-11:30 9:30-11:30
着席時刻 12:30 12:30
指定時刻 12:45 12:45

午後の部 試験時間 13:00-16:00 13:00-16:00

辰已講師陣

演習日
（定員制）

本編 ※LIVEは途中で15分程度の休憩が入ります。日曜LIVEは原則２コマです。

回数 科目 WEBスクール DVD
日曜 木曜 配信日程 発送日

①12:00-15:15 18:45-22:00
科目別講義 記述講義 ②16:15-19:30

1 民法1 配信中 11/27(木)
～ ～
28 民法28

不動産登記法の全体像
29 不動産登記法1 配信中 11/27(木)
～ ～
49 不動産登記法21

会社法・商業登記法の全体像
50 会社法・商業登記法1 配信中 11/27(木)
～ ～ 記述式 基本編1
78 会社法・商業登記法25 11/16(日) 11/18(火)
79 会社法・商業登記法26 （①＋②） 11/19(水)
80 会社法・商業登記法27 11/23(日) 11/25(火) 12/11(木)
81 会社法・商業登記法28 （①＋②） 11/26(水)
82 記述式 基本編5 11/27(木) 11/29(土)
83 会社法・商業登記法29 11/30(日) 12/2(火)
84 会社法・商業登記法30 （①＋②） 12/3(水)
85 記述式 基本編6 12/4(木) 12/6(土) 12/25(木)
86 会社法・商業登記法31 12/7(日)① 12/9(火)

民事訴訟法の全体像
87 記述式 基本編7 12/11(木) 12/13(土) 12/25(木)
88 民訴・民執・民保1 12/14(日) 12/16(火)
89 民訴・民執・民保2 （①＋②） 12/17(水)
90 記述式 基本編8 12/18(木) 12/20(土) 1/15(木)
91 民訴・民執・民保3 12/21(日) 12/23(火)
92 民訴・民執・民保4 （①＋②） 12/24(水)
93 記述式 基本編9 12/25(木) 12/27(土)
94 民訴・民執・民保5 12/27（土） 1/7(水)
95 民訴・民執・民保6 （①＋②） 1/7(水)
96 記述式 基本編10 1/8(木) 1/10(土) 1/29(木)
97 民訴・民執・民保7 1/11(日) 1/13(火)
98 民訴・民執・民保8 （①＋②） 1/14(水)
99 記述式 応用編1 1/15(木) 1/17(土)

100 民訴・民執・民保9 1/18(日) 1/20(火)
101 民訴・民執・民保10 （①＋②） 1/21(水)
102 記述式 応用編2 1/22(木) 1/24(土) 2/12(木)
103 民訴・民執・民保11 1/25(日) 1/27(火)
104 民訴・民執・民保12 （①＋②） 1/28(水)
105 記述式 応用編3 1/29(木) 1/31(土)

上記「導入講義」の日程をご覧下さい。

～

受講者特典マイページでご視聴下さ
い（全科目一括申込者）

通学部（LIVE）

受講者特典マイページでご視聴下さ
い（全科目一括申込者）

上記「導入講義」の日程をご覧下さい。

受講者特典マイページでご視聴下さ
い（全科目一括申込者）

上記「導入講義」の日程をご覧下さい。

■ 全国総合模試の第 1 回と第 2 回は異なる問題です。

■ 解説講義は 1 回につき記述 90 分、択一 60 分です。

■ WEB スクール、受講者特典マイページの視聴期限は 2026 年 7 月 5 日（日）です。

■全国総合模試 6 月コース

受講システム

社会人の方も無理なく受講できる！
● L I V E は週２日の木曜・日曜！
● 日 曜 は 12:00 開 始　 木 曜 は 遅 め の

18:45 開始
● LIVE を欠席しても受講者特典マイ

ページ（辰已法律研究所ホームページ
のトップページからアクセス）でフォ
ローできます。視聴開始日等につきま
しては P.16 をご覧ください。

●音声ダウンロードで講義音声を持ち歩
き（詳細は P.16 参照）。

WEB で講義を視聴
●パソコンやスマホで繰り返し講義を視

聴できる（視聴期間あり）。
●教材は一定期間分をまとめて配送。

ページ数の少ないレジュメは PDF で
閲覧。

●音声ダウンロードで講義音声を持ち歩
き（詳細は P.16 参照）。

LIVELIVE

通学部 速習コースに限る

通信部

便利な「通学＆通信 相互乗り入れ制度」
速習コースに限る

WEB で講義を視聴
●

●WEBWEB
スクールスクール

※お申込時に DVD、WEB、WEB ＋ DVD のいずれかをお選びください。

リアリスティック一発合格 松本基礎講座を全科目一括
でお申込みの方には、下表の通り、「通学＆通信 相互乗
り入れ制度」が適用されます。

DVD で講義を視聴
● DVD で繰り返し講義を視聴できる。
●教材は一定期間分をまとめて配送。
●音声ダウンロードで講義音声を持ち歩

き（詳細は P.16 参照）。
DVDDVD

DVD を
申込

可　※ 1

DVD のみの申
込みなら不可。

WEB ＋ DVD を
お申込みなら可

発送　※ 3

可

可　※ 2

手渡し

LIVE 講義
への出席

WEB 講義視聴

教材の
お渡し方法

WEB を
申込

可　※ 1

可

発送　※ 3

通信部を申込通学部
を申込

申込内容

受講方法

※ 1　通学（LIVE）受講を希望する方は事前にご登録いただきます。登録・
予約等の詳細はお申込み後にご案内いたします。なお、教室には定員制
限があるため、通学部の方を優先する関係で、ご希望の日時にご受講い
ただけない場合がございます。あらかじめご了承願います。

※ 2　通学部の方が WEB 視聴をご希望の場合には、受講者特典マイペー
ジからご視聴ください（P.16 参照）。

※ 3　通信部の方が通学受講をする（要登録）に際してテキスト等の教材を
お受け取りになった場合には、その教材については発送はいたしません。

※ 4　オプション講座の司法書士オープン総合編・全国総合模試につきま
しては、お申込みの受講形態に従ってご受講いただきます。オプション
講座については、相互乗り入れ制度は適用されません。

リアリスティック導入講義＆オリエンテーション講義
回数 タイトル WEBスクール DVD

実施日 時間 配信日程 発送日
1 配信中 11/27(木)
2

4
5
6 12/7(日) 16:15-17:45 12/10(水) 12/25(木)

3
開講直前ガイダンス

リアリスティック導入講義　民事訴訟法の全体像

通学部（LIVE）

リアリスティック導入講義　民法の全体像①
辰已YouTubeチャンネルでご視聴下

さい。
※全科目一括申込の方は受講者特典

マイページでも視聴できます。

リアリスティック導入講義　民法の全体像②

「オリエンテーション講義〜効果的な授業の受け方〜」
リアリスティック導入講義　不動産登記法の全体像
リアリスティック導入講義　会社法・商業登記法の全体像

※お申込時に各日程の内、都合の良い日程をお選びください。
答案提出締切日、成績返却日程につきましては、専用パンフレットをご覧下さい。
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ロングスタディコース スケジュール ロングスタディコース スケジュール
リアリスティック導入講義＆オリエンテーション講義
回数 タイトル WEBスクール DVD

配信日程 発送日
1 配信中 2025/11/21(金)
2

4 2025/12/27(土) 2025/12/26(金)
5 2026/3/7(土) 2026/3/6(金)
6 2026/7/25(土) 2026/7/24(金)

リアリスティック導入講義　民法の全体像①
リアリスティック導入講義　民法の全体像②

3
開講直前ガイダンス
「オリエンテーション講義〜効果的な授業の受け方〜」
リアリスティック導入講義　不動産登記法の全体像
リアリスティック導入講義　会社法・商業登記法の全体像
リアリスティック導入講義　民事訴訟法の全体像

本編
回数 科目 WEBスクール DVD

配信日程 発送日

科目別講義 記述講義

59 会社法・商業登記法10 4/18(土) 2026/3/6(金)
60 会社法・商業登記法11
61 会社法・商業登記法12
62 会社法・商業登記法13
63 会社法・商業登記法14 5/2(土)
64 会社法・商業登記法15
65 会社法・商業登記法16
66 会社法・商業登記法17
67 会社法・商業登記法18 5/16(土)
68 記述式 基本編1
69 会社法・商業登記法19
70 会社法・商業登記法20
71 記述式 基本編2 5/30(土)
72 会社法・商業登記法21
73 会社法・商業登記法22
74 記述式 基本編3
75 会社法・商業登記法23 6/13(土)
76 会社法・商業登記法24
77 記述式 基本編4
78 会社法・商業登記法25
79 会社法・商業登記法26 6/27(土)
80 会社法・商業登記法27
81 会社法・商業登記法28
82 記述式 基本編5
83 会社法・商業登記法29 7/11(土)
84 会社法・商業登記法30
85 記述式 基本編6
86 会社法・商業登記法31

民事訴訟法の全体像
87 記述式 基本編7 2026/7/25(土) 2026/7/24(金)
88 民訴・民執・民保1
89 民訴・民執・民保2
90 記述式 基本編8
91 民訴・民執・民保3 8/8(土)
92 民訴・民執・民保4
93 記述式 基本編9
94 民訴・民執・民保5
95 民訴・民執・民保6 8/22(土)
96 記述式 基本編10
97 民訴・民執・民保7
98 民訴・民執・民保8
99 記述式 応用編1 9/5(土)

100 民訴・民執・民保9
101 民訴・民執・民保10
102 記述式 応用編2
103 民訴・民執・民保11 9/19(土)
104 民訴・民執・民保12
105 記述式 応用編3 9/18(金)
106 供託法・司法書士法1
107 供託法・司法書士法2 10/3(土)
108 記述式 応用編4
109 供託法・司法書士法3
110 供託法・司法書士法4
111 供託法・司法書士法5 10/17(土)
112 刑法1 10/16(金)
113 記述式 応用編5
114 刑法2
115 刑法3 10/31(土)
116 記述式 応用編6
117 刑法4
118 刑法5
119 記述式 応用編7 11/14(土)
120 刑法6
121 刑法7
122 記述式 応用編8
123 憲法1 11/28(土) 11/27(金)
124 憲法2

125 記述式 応用編9

126 憲法3

127 憲法4 12/12(土)

128 記述式 応用編10

129 憲法5

130 憲法6

上記「導入講義」の日程をご覧下さい。

本編
回数 科目 WEBスクール DVD

配信日程 発送日

科目別講義 記述講義

1 民法1 配信中 2025/11/21(金)
2 民法2
3 民法3
4 民法4
5 民法5
6 民法6
7 民法7
8 民法8
9 民法9
10 民法10
11 民法11
12 民法12
13 民法13
14 民法14
15 民法15
16 民法16
17 民法17 11/15(土)
18 民法18
19 民法19
20 民法20
21 民法21 11/29(土)
22 民法22
23 民法23
24 民法24
25 民法25 12/13(土)
26 民法26
27 民法27
28 民法28

不動産登記法の全体像
29 不動産登記法1 2025/12/27(土) 2025/12/26(金)
30 不動産登記法2
31 不動産登記法3
32 不動産登記法4 1/10(土)
33 不動産登記法5
34 不動産登記法6
35 不動産登記法7
36 不動産登記法8 1/24(土)
37 不動産登記法9
38 不動産登記法10
39 不動産登記法11
40 不動産登記法12 2/7(土)
41 不動産登記法13
42 不動産登記法14
43 不動産登記法15
44 不動産登記法16 2/21(土)
45 不動産登記法17
46 不動産登記法18
47 不動産登記法19
48 不動産登記法20 3/7(土)
49 不動産登記法21

会社法・商業登記法の全体像
50 会社法・商業登記法1 2026/3/7(土) 2026/3/6(金)
51 会社法・商業登記法2 3/21(土)
52 会社法・商業登記法3
53 会社法・商業登記法4
54 会社法・商業登記法5
55 会社法・商業登記法6 4/4(土)
56 会社法・商業登記法7
57 会社法・商業登記法8
58 会社法・商業登記法9

上記「導入講義」の日程をご覧下さい。

上記「導入講義」の日程をご覧下さい。

司法書士オープン総合編・全国総合模試
スケジュール

2027 年向け司法書士オープン総合編・全国総
合模試のスケジュールは、2026 年 7 月以降に
発行される中上級講座パンフレットに掲載いた
します。

■配信開始日・発送日以降のお申込みも受け付けます。
既に発送日が経過した回の教材については、次回発
送日に一括発送いたします。

■ロングスタディコースの最終申込締切日は 2026 年
2 月 28 日（土）です。

【通信部 DVD に関して】
通信部 DVD をお申し込みの場合、既に終了した回につ
きましては、初回発送時にまとめてお送りいたします。
表記載の各発送日は、各発送日の 5 日前までのお申し
込みに適用されるものです。

【通信部 WEB スクールに関して】
通信部 WEB をお申し込みの場合、スケジュール表の
配信日程において既に配信が開始している回であれば、
すぐにご視聴いただけます。（視聴期限は 2027 年 7 月
4 日（日）です）
〈WEB スクール受講者への教材送付について >
テキスト、記述式教材は現物発送。ページ数の少な
いレジュメについては、視聴ページにて PDF の閲
覧・ダウンロードとなります。なお、板書図はござ
いません。

●講義音声ダウンロードサービス
ご自分の（MP3	対応の）ポータブルプレイヤーに、講義の音声
データをダウンロードできます。
対象：リアリスティック一発合格松本基礎講座全科目一括受講
生（通学部・通信部）
WEBスクール配信日と同じ日から2027年筆記試験日までダウ
ンロード可能です。

受講者特典マイページ（辰已HP上）
講座を受講中の方が特典として動画の視聴や
音声ダウンロードをするためのページです。

WEB で講義を視聴
●パソコンやスマホで繰り返し講義を視

聴できる（視聴期間あり）。
●教材は一定期間分をまとめて配送。

ページ数の少ないレジュメは PDF で
閲覧。

●音声ダウンロードで講義音声を持ち歩
き（詳細は下記参照）。

通信部

WEB で講義を視聴
●

●WEBWEB
スクールスクール

※お申込時に DVD、WEB、WEB ＋ DVD のいずれかをお選びください。

DVD で講義を視聴
● DVD で繰り返し講義を視聴できる。
●教材は一定期間分をまとめて配送。
●音声ダウンロードで講義音声を持ち歩

き（詳細は下記参照）。
DVDDVD

受講システム
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受講料（税込） 各種割引・特典等

★割引適用の可否や受講料がいくらになるのか等メールでお気軽にお問合せ下さい。
メールでのお問い合わせ　shpack-info@r-tatsumi.com 　右の二次元バーコードからアドレス読み取り可
★メールでお問い合わせの方については、ＷＥＢでの決済が可能なように入金口（クレジット・コンビニなど
決済）を準備致しますのでご来所の手間がかかりませんし、遠方の方でも簡単に決済できて便利です。

速習コースまたはロングスタディコースの受講者
には、松本雅典講師執筆でリアリスティック一
発合格松本基礎講座の指定テキストである右の
書籍をプレゼントいたします。

2026 年度（速習コース受講者に限る）または 2027 年度（ロングスタディコース受講者に限る）の司法書士試験に見事最終合格
された暁に、お祝いといたしまして「リアリスティック一発合格松本基礎講座」へのお支払金額（オープン総合編・全国総合模試
の部分は含みません）の半額を司法書士会の研修費用などに活用していただくために贈呈いたします。合格を果たすべく頑張って
ください。

講座コード 受講料
通信部WEB 通信部DVD 通信部WEB+DVD

辰已価格 代理店価格 辰已価格 代理店価格 辰已価格 代理店価格
ロングスタディコース（①+②） P6675＊ ¥544,592 ¥580,559 ¥551,532 ¥604,034

① 全科目一括 - ¥488,800 ¥518,680 ¥492,746 ¥539,020

② オプション講座 一括（解説講義あり） - ¥84,455 ¥92,435 ¥87,814 ¥96,805

リアリスティック一発合格
松本基礎講座

- -

講座コード 受講料
通学部 通信部WEB 通信部DVD 通信部WEB+DVD

辰已価格 代理店価格 辰已価格 代理店価格 辰已価格 代理店価格 辰已価格 代理店価格
リアリスティック速習コース（①+②） P6674＊ ¥503,240 ¥503,240 ¥534,545 ¥507,818 ¥555,645

①
リアリスティック
一発合格松本基礎講座

全科目一括 C6001＊ ¥488,800 ¥488,800 ¥518,680 ¥492,746 ¥539,020

② 全国総合模試 一括 解説講義あり - ¥15,200 ¥15,200 ¥16,700 ¥15,865 ¥17,500

- - -（教育訓練給付金対象講座。下記注意事項を参照）

■お申込みの際は、受講形態の選択と注意事項を必読の上で、上記受講料表にあてはめ、お申込みください。

(1)受講形態をお選びいただきます。講座コードの「＊」の部分に下記の会場コード（アルファベット）をあてはめてください。

(2)注意事項
【通学部定員制について】
通学部は定員制となっております。定員に達した場合、以後のお申込みをお断りする場合がございます。あらかじめご了承願います。

【代理店でのお取扱いについて】
通学部および通信部WEB受講は、生協等の代理店でのお申込みはできません。本校窓口にお問い合わせいただくか、辰已ＷＥＢスクール（辰已ＨＰ上）でお申し込みください。

【通信部対応環境について】
DVDはDVD-R対応機種でのみご利用いただけます。ご自身のプレーヤーをご確認のうえお申し込みください。WEBスクールはWEB視聴環境をご確認のうえお申し込みください。

【全国総合模試について】
・全国総合模試のみでのお申込みはできません。中上級講座専用パンフレットをご覧ください。
・リアリスティック一発合格松本基礎講座の通信部受講を希望し、全国総合模試を通学部での受講を希望する場合は、本校へお問合せください。
・パックに含まれる全国総合模試は6月コースとなります。

■教育訓練給付金についての注意事項
１．教育訓練給付金の対象となるのは、全科目一括の通信部WEB、通信部DVDです（速習コースは対象外）。通学部および通信部WEB+DVDは対象外となります。
２．教育訓練給付金の申請を希望する方は、お申込みの際、対象講座や申請手続等の詳細について本校でご確認の上、講座をお申し込みください。

通信 WEB+DVDはＷ通学 東京本校はＨ 通信 ＤＶＤはＲ  通信 ＷＥＢはＥ

■お申込みの際は、受講形態の選択と注意事項を必読の上で、上記受講料表にあてはめ、お申込みください。

(1)受講形態をお選びいただきます。講座コードの「＊」の部分に下記の会場コード（アルファベット）をあてはめてください。

(2)注意事項
【教育訓練給付金について】
　ロングスタディコースは対象となりません。ご注意ください。
【代理店のお取扱いについて】
　通学部および通信部WEB受講は、生協等の代理店でのお申込みはできません。本校窓口にお問合せいただくか、辰已WEBスクール（辰已HP上）でお申込みください。
【通信部対応環境について】
　DVDはDVD-R対応機種でのみご利用いただけます。ご自身のプレーヤーをご確認のうえお申し込みください。WEBスクールはWEB視聴環境をご確認のうえお申し込みください。
【オプション講座について】
・リアリスティック一発合格松本基礎講座の通信部受講を希望し、オプション講座を通学部で受講を希望する場合は、本校へお問合せください。
・パックに含まれる全国総合模試は6月スタートとなります。

通信 ＤＶＤはＲ  通信 ＷＥＢはＥ 通信 WEB+DVDはＷ

各 種 割 引 制 度速習コース

ロングスタディコース

書 籍 プ レ ゼ ン ト

合格者・研修費用贈呈

1

2

3

4

制度

他資格からのトライアル
割引

在学生キャッシュバック

Re-Try 割引

スタディーメイト支援

特典内容

受講料から
15% 割引

受講料から
15%

キャッシュバック

受講料から
15% 割引

受講料から
15% 割引

対象者・対象講座・必要書類等

対象者：行政書士、宅建士、社労士、など法律系国家資格をお持ちの方、または過去１年
以内にこれらの資格の講座を受講されている方

対象講座：速習コース・ロングスタディコース
必要書類：合格証、資格の保有を証明できる書類または受講証

対象者：学生（大学生・短大生・大学院生・専門学校生）
対象講座：速習コース・ロングスタディコース
必要書類：学生証、キャッシュバック申請書（辰已法律研究所ホームページよりダウンロー

ド可）

対象①これまで予備校を利用せずに独学で勉強してきたが、松本式の学習法に共鳴し、こ
の機会に直接松本講師の指導を受けたいと思っている方（独学者支援）

対象②司法書士本試験受験経験のある方で、中々合格ラインに届かないので、これを機会
に松本式の勉強法でもう一度基礎固めをして一気にいきたい方（受験経験者支援）

対象③過去に司法書士の入門講座（辰已 or 他校）を受講したが、挫折した or 理解不十分
なので、この機会に松本式の勉強法で、もう一度基礎からやり直してみたい方（基
礎再受講者支援）

対象講座：速習コース・ロングスタディコース
必要書類：所定の申請書にご記入いただきます（辰已法律研究所ホームページよりダウン

ロード可）

対象者：２名以上で一緒にお申込された方
対象講座：速習コース・ロングスタディコース
必要書類：スタディーメイト申請書

※下記の 1 〜 4 については代理店申込の場合には適用になりません。
※下記 1 〜 4 の割引は併用できません。その他の割引とも併用できません。
※下記 1 〜 4 は科目別申込みには適用されません。

◆対象者：2026 年度の司法書士試験に最終合格された方（速習コース受講者に限る）
2027 年度の司法書士試験に最終合格された方（ロングスタディコース受講者に限る）

◆対象講座：速習コース・ロングスタディコース　
◆手続：本制度の適用には申請が必要となります。申請期限は合格した年度の司法書士試験最終合格発表から 1 ヶ月です。
◆申請条件：1．YouTube 公開用の個別インタビュー（氏名・容姿公開）への応諾
　　　　　　2．合格体験記（3,000 文字以上。氏名・写真掲載）の提出
◆贈呈額：　申請条件 1 および 2 をともに満たせば半額。2 のみなら 4 分の 1。
手続の詳細については、11 月上旬に当研究所のＨＰで告知します。
※本制度は、代理店で講座をお申込みになった場合には適用されません。 
※割引制度を利用して申し込まれた場合は、割引後の価格を算定の基準とします。
※受講料のお支払いにローンをご利用の場合、申請日までにローンが完済されていることが申請の条件となります。

お支払い額の

50％
（または25％）



教育ローン
月謝感覚で分割払い…安心で便利な教育サービス

テレビなどでおなじみの『ジャックス』
との提携による教育クレジットです

月々￥3,000 から！　安心クレジット 無理なくお支払いいただけます。
（3 万円以上のご利用よりお取扱いします）

予め設定されている支払回数（最大
60 回）より選択できます。

手続はいたって簡単。
しかもスピーディー。

1
支払回数は最大 60 回　希望回数が指定できます2
原則保証人不要！ 手続簡単！スピーディー！！3

※ 1	 但し、ジャックスより申し入れがあった場合は除きます。また、学生の方は親権者の連帯保証人にてお願いいたします。
※ 2	 お申し込み戴ける方…①住宅及び勤務先に常設電話のある方②居住、勤続状況が安定している方③申込時年齢 20 才以上、

65 才未満の方（完済時年齢は原則として 70 才迄）④主婦の方　●配偶者情報（弊社教育ローン申込書のご主人・親権者欄
及び勤務先欄にご記入ください）に基づき総合的に判断させていただきます。

《取引条件》●支払回数３〜 60 回　●支払期間３〜 60 ヶ月　●実質年率 6.7％

※

銀行印（本人印および保証人印）・銀行支店名と口座番号・教
育クレジット申込書（必要事項記入済）を御用意のうえ、辰已各
本校まで御来所ください。

教育クレジット申込書をお取り寄せの上、
必要事項をご記入ください。

■申込手続きの流れ

※書類に不備があると受け付けられません。御注意ください。

クレジット会社による書類審査

会員証の発行→講座受講 商品の購入

指定期日に指定の銀行口座より料金の引き落としがされます

講座開講10日前迄に手続をお願いしま
す。審査完了まで、会員証の発行・講座の
受講ができません。予めご了承下さい。

講座 書籍・DVD

※下記の一例を参考に、よりご自身に
あった支払方法をご計画ください。利用モデル利用方法

辰已法律研究所 東京本校取り扱い

お支払の開始月について

原則としてお申込みの翌月27日から開始

速習コース
●通信部（WEB）

［一括…￥503,240（税込・辰已価格）］

ロングスタディコース
●通信部（WEB）

［一括…￥544,592（税込・辰已価格）］

12 回払い
（月々均等払い）

12 回払い
（月々均等払い）

●支払い金額（税込）

●支払い金額（税込）

初           回.....￥44,308
2 〜 12 回目.....￥43,400
支払合計金額	￥521,708

初           回.....￥47,578
2 〜 12 回目.....￥47,000
支払合計金額	￥564,578

21 22

申込方法
辰已法律研究所への申込

●現金支払
●クレジットカード
◆教育ローン
　下欄注⑦参照

●現金支払
●クレジットカード
※代理店によっては現金支払い

のみで、クレジットカードが
ご利用になれない店舗があり
ます。代理店でクレジットカ
ードをご利用になりたい場合
には必ず【代理店】各店舗に
事前にお問い合わせの上ご来
店下さい。

※提携生協＆書店の一覧は下記
サイトをご覧ください。

https://service.tatsumi.co.jp/
info/atend/

●現金支払●クレジットカード
●コンビニ払い
◆ E- ローン

〈銀行振込先〉
●東京本校 
　■三菱 UFJ 銀行新宿通支店
　 ( 普 )2083805   辰已法律研究所
　■三井住友銀行飯田橋支店
　 ( 普 )  596098  辰已法律研究所
　■みずほ銀行新宿西口支店
　 ( 普 )1085881  辰已法律研究所

〈郵便振替先〉
●東京本校 
　00190-9-65773　辰已法律研究所

お申込上のご注意
1 受講料は消費税が含まれています（辰已事務局受付価格。書店・生協によっては、消費税による端数の処理が異なり、価格が 1 円単位で異なる場合があります）。

尚、税率変更の際は、差額をご負担いただく場合がございます。予めご了承ください。
2 受講申込み後、解約の必要が生じた場合には、受付にお申し出下さい。講座開始前の返金金額は、パック料金、割引き料金、代理店（生協含む）での申込み金

額から、解約金を差し引いた金額です。解約金は講座受講料の 20％を原則とし、上限を 50,000 円と致します。
　講座開始後の返金金額は、受講料から受講済み部分に相当する受講料及び解約金を差し引いた金額です。受講済み部分に相当する受講料は、パック料金、割引

き料金、代理店（生協含む）での申込み金額を基礎に、通学講座では時の経過分、通信講座では発送終了分として算出します。解約金は講座受講料の 20％を原
則とし、上限を 50,000 円と致します。また教育ローンをご利用の場合は返金金額より、当社のローン会社に支払わなければならないキャンセル手数料相当額を
控除させていただきます。

3 通学部講座には教室の収容人員の関係上、定員が設定されています。満席になりますとお申し込みをお受けできないことがあります。お早めにお申し込みください。
4 地震・火災・講師の急病等、やむをえず休講・代講をする場合があります。予めご了承ください。
5 郵便振替・銀行振込・現金書留の場合：通信部のお申込は申込締切日の 1 週間前、通学部は開講日の 1 週間前までの必着でお願い致します。
6 生協・提携書店での通学／通信講座をお申込みの場合、会員証発行手続が各本校により若干異なります。
　通学部は、生協・書店で受け取った申込書控をもって 3 日以内に各講座会場の事務局（東京本校）へお越しください。
　通信部は、申込書控えをご郵送下さい。

※辰已法律研究所窓口では、VISA/Master/JCB/AMEX の各カードがご利用になれます。

辰已の
本校窓口

での
直接申込

1

WEB で
簡単申込
通信 Web のみ

2

銀行振込
郵便振替

3
代理店

での申込

4

窓口申込 WEB 申込 銀行振込・郵便振替

お申込方法／代理店等
講座につきましては、本校
窓口でのお申込は東京本校
及び大阪本校に限らせて頂
きます。それ以外の地域で
は窓口申込は出来ませんの
でご注意下さい。
東京・大阪以外の方は上記
2 ～ 5 の方法をお選びくだ
さい。

通信 Web については、辰
已法律研究所の Web スク
ールをご利用ください。

受講料をお振替またはお振込
↓
必要事項を記入した申込書
に領収書の原本またはコピ
ーを添えて郵送 or 辰已窓口
までご持参下さい。
申込書の必要記載事項　
下記注⑥参照

大学生協
提携書店

講座（通学・通信）をお申し込みの場合は、会員証を発行します。辰已窓口の場合、当日発行。大学生協・提携書店での通学部の場合は、
申込書控と引換（各本校により受け渡し方法が異なります／下欄【注意 -6】を参照）。通信部の場合は、お手数ですが申込書控えを郵送
して下さい。書籍・通信教育講義 DVD をお申し込みの場合は、手続き完了後に、商品を発送いたします（通信販売の場合は商品発送をもっ
て替えさせて頂きます）。

注⑥　銀行振込・郵便振替の場合の【申込書の必要事項】は以下の通りです。
　　郵便番号・住所・氏名・電話番号・申込希望の講座（通信教育講義 DVD・辰已刊行書籍）・講座コード（教育講義 DVD の場合は請求コー

ド）・受講料・送料（書籍の場合 / 但し通信教育講義 DVD と同時に申し込む場合は不要）。
注⑦　教育ローンは、株式会社ジャックスの扱いとなり、最大 60 回払い迄可能です。東京本校へお問い合わせください。

●申込書・振替書・受講料などの送付は東京本校へお願いします。
東京本校　〒169-0075　東京都新宿区高田馬場4-3-6　TEL.03-3360-3371 （代表)  

東京本校営業時間 
●12:00 〜18:00
●毎週火曜日定休
※当面の間上記の通り　

大阪本校営業時間
● 13:00 〜17:00
●毎週火曜日および水曜日定休

※なお季節により営業時間を変更す
る場合がございます。


